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平成26年６月定例会　文教厚生委員会（付託）

平成26年７月２日（水）

〔委員会の概要　保健福祉部・病院局関係〕

元木委員長

　ただいまから，文教厚生委員会を開会いたします。（10時33分）

　直ちに議事に入ります。

　これより保健福祉部・病院局関係の審査を行います。

　保健福祉部・病院局関係の付託議案については，さきの委員会において説明を聴取した

ところでありますが，この際，理事者側から報告事項があれば，これを受けることにいた

します。

保健福祉部

【報告事項】

　○　平成25年度地方独立行政法人徳島県鳴門病院決算の概要について（資料①）

病院局

【報告事項】　

　○　平成25年度徳島県病院事業会計決算の概要について（資料②）

大田保健福祉部長

 この際，１点御報告させていただきます。

　平成25年度地方独立行政法人徳島県鳴門病院決算の概要についてでございます。

　お手元に御配付の資料１を御覧ください。

 鳴門病院につきましては，平成25年４月１日，社会保険病院から地方独立行政法人へ移

行したところでございますけども，その初年度であります平成25年度の決算がまとまりま

したので，概要を御報告させていただきます。

　まず，「１　収支の状況」でございます。

 平成25年度の収入欄を御覧ください。

　昨年度の病院事業における入院，外来診療等の医療行為に基づく収益等が主なものでご

ざいまして，63億 6,010 万円余り，次に，平成25年度の中段の支出につきましては，給与

費のほか医薬品や医療消耗器具備品等の材料費が主なものでございまして，62億 6,620 万

円余りで，その結果，差引き 9,380 万円余りの純利益を確保しております。

 なお，平成25年度の収支の右の欄に平成24年度分の収支を記載してございます。これに

つきましては，地方独立行政法人となる以前の健康保険鳴門病院としての決算でございま

して，会計基準が異なることや運営形態の移行に伴う精算処理もあり平成24年度の収益が

大きくなっており，単純な比較は困難ではございますが，参考として掲載させていただい

ております。
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 続きまして，「２　中期計画上の目標数値についての実績」でございます。

　昨年度，平成28年度までを計画期間として策定いたしました鳴門病院中期計画に目標と

して入れている数値についての昨年度実績を記載しております。

　まず，①年間救急患者受入件数につきまして，真ん中の平成25年度実績の欄を御覧いた

だきますと 6,505 人でございまして，左の欄の前年度と比較いたしまして23人の増，同様

に②高度医療機器共同利用件数は， 1,242 件で42件の減，③年間入院延患者数は，７万

8,052 人で 7,036 人の減，④年間外来延患者数は，11万 970 人で 5,662 人の減，⑤許可病

床利用率は，76.6％で 0.8％の減，⑥平均在院日数は，14.5日で 0.9 日短くなっておりま

す。

　これらの数値につきまして，平成28年度には表の右側の欄にございます目標値を達成で

きますよう努めてまいりたいと考えております。

 以上，平成25年度地方独立行政法人徳島県鳴門病院決算の概要について御報告申し上げ

ましたが，この決算及び昨年度の業績評価につきましては，今後，地方独立行政法人法等

の規定に基づき，鳴門病院評価委員会の御意見をいただいた上で，９月定例会に改めて御

報告させていただくこととしておりますので，よろしくお願い申し上げます。

　報告は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

坂東病院局長

　病院局から，この際１点御報告させていただきます。

　平成25年度病院事業会計の決算の概要についてでございます。

　お手元にお配りしております，資料１を御覧ください。

 まず，「１　収支の状況」でございます。

　「（１）収益的収支」につきましては，病院事業の単年度における経営活動の実績を表

したものでございます。

　下段の表，右から３列目，「病院事業計（キ）」の列を御覧ください。

　収入につきましては，平成25年度における病院事業全体の入院，外来診療等の医療行為

に係る収益や一般会計からの負担金，交付金等が主な内容でございまして， 194 億 3,200

万円余り，支出につきましては，給与費のほか医薬品等の材料費や減価償却費等が主なも

のでございまして， 197億 2,400 万円余りで，その結果，差引き２億 9,100 万円余りの純

損失が生じており，前年度に続き赤字決算となっております。また，一番下の行に記載し

てありますとおり，累積欠損金は91億 4,700 万円余りとなっております。

　なお，対前年度実績との比較でございますが，下段の表の右端，「病院事業比較増減

（ケ）」の列を御覧いただきますと，収入は13億 5,100 万円余りの増加，支出も10億 800

万円余りの増加となり，下から２行目にございますとおり，前年度と比べて３億 4,200 万

円余り収支が改善しております。

　この要因につきましては，収入では３病院全体として新規入院患者数及び新規外来患者

数が増加したことに加え，患者１人当たりの診療単価が増加したこと等により，入院収益

と外来収益を合わせた診療収益が前年度よりも約10億円増加して， 161 億 3,400 万円余り
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と過去最高となったことが大きく影響しております。一方，支出では，改築事業に伴うも

のとして，新中央病院の建物や医療器械の減価償却の通年化や，中央病院改築事業に要し

た企業債に係る支払利息が増加したこと，また，診療収益の増加に連動して材料費が増加

したこと，看護師等の職員数の増加等により給与費が増加したことなどにより，費用も増

加をいたしました。

　次に，２ページの「（２）資本的収支」を御覧ください。

　資本的収支とは，建設改良費等に係る資金の収支を表したものでございます。

　収入としましては，企業債，一般会計からの負担金等で76億 3,100 万円余り，また支出

としましては，３病院の改築事業に要する経費，医療器械等の資産購入費，企業債償還金

等，79億 9,300 万円余りとなっております。

 差引きで３億 6,200 万円余りの資金不足となっておりますが，これにつきましては，内

部留保資金等によって補填したところでございます。

 続きまして，「２　患者の状況」でございます。

 ここでは３病院を合わせた全体の状況をお示ししておりまして，まず，入院の延患者数

は21万 9,187人，前年度と比較して 5,801 人の増，外来の延患者数は28万 6,625 人，前年

度と比較して 4,807人の増となり，患者１人当たりの診療単価が増加したこと等により，

３病院とも診療収益は増加しております。

　このように，平成25年度の決算につきましては赤字となりましたが，改築いたしました

中央病院を中心に診療収益が好調であったことから，前年度と比べ約 3.4 億円の収支改善

が図られたところでございます。

 今後とも，経営基盤の強化を進めてまいりますとともに，県立３病院が一体となって，

地域に信頼される病院としてしっかりとした医療を提供できますよう，鋭意努力してまい

りたいと考えております。

 以上，平成25年度病院事業会計決算の概要について御報告申し上げましたが，この決算

につきましては，今後，決算審査を通して，監査委員の御意見をいただいた上で，９月定

例会に決算の認定議案として提出させていただき，改めて御審議いただくこととなってお

りますので，よろしくお願い申し上げます。

　報告は以上でございます。

元木委員長

　以上で，報告は終わりました。

 それでは，これより質疑に入ります。

　質疑をどうぞ。

川端委員

　それでは，まず病院関係ということで，鳴門病院と県立病院についてお尋ねします。

　まず，この鳴門病院が県立病院というふうに思っている方が大変多いんです。実は県立

３病院とは違った形態なんですが，一番大きな違いというのは，鳴門病院の職員は県の職
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員ではないんです。そのあたりまず，今，報告をいただいた県立病院との違いを簡単に説

明していただけますか。

田中医療政策課長

　今，川端委員から，県立３病院との違いということで，制度論も含めて御質問をいただ

いたところでございます。今，県立病院については地方公営企業法の全部適用という制度

をとっておりますので，それとの制度比較について簡単に御説明申し上げたいと思います。

　まず地方公営企業法につきましては，従来，多くの地方自治体の病院に適用されており

ました，管理責任者を自治体の長とするという一部適用から，昨今では，事業管理者が管

理責任者となるというふうな全部適用による運用を行う傾向になっております。そして現

状，県立３病院においては，平成17年４月より全部適用ということで運営がなされている

ところでございます。

　一方，地方独立行政法人法に基づく鳴門病院でございますけども，地方独立行政法人法

につきましては，平成16年４月に法律が施行されたところでございます。形態の違いとい

たしまして，今，川端委員から少し紹介があったわけでございますけども，一番大きな部

分は，やはり人事の面。職員定数等を定めなくても，独自の経営判断でもって，理事会の

判断，理事長の発案による理事会の決定によって，職員の人事，定数を定めることができ

るところが一番のポイントかと思います。さらには，財務の面，あるいは予算の面，契約

の面で，自立的，弾力的な経営が可能ということでございます。そして，今回，鳴門のよ

うな公務員ではない，非公務員型というふうに申し上げますけども，そういった団体から

の病院継承についても可能であるということで，そういった点に特徴があると考えており

ます。

川端委員

　そうすれば，例えば県立３病院の場合は，赤字が出ても県の財政でそれを補うことがで

きると思いますが，今，そんな状況ではありませんが，例えば鳴門病院が赤字になった場

合，それは県の財政で補填できるんですか。

田中医療政策課長

　例えば単年度決算で赤字に今年度はなった，あるいは何年度はなるということは十分想

定されるところではございます。ただ，鳴門病院につきましては，独立行政法人としての

経営の独立性が担保されなければいけないということで，赤字になったからすぐに財政出

動があるかどうかというと，それは税金がどう使われるかという全体的な判断の上でなさ

れるものだとは考えております。

　ただ，鳴門病院につきましては全額県の出資です。地方独立行政法人は 100％自治体の

出資というのが前提でございますけども，県が 100％出資しているという観点から，最終

的な話でございますが，最終的に病院を清算するという段階になって，もしも負債勘定が

ある場合には，出資者が責任をとるというふうな判断はあろうかと思います。
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川端委員

　後でもう少し詳しく聞きますけど，今の報告ではまずまずの経営状況だということを感

じたわけなんですが，いよいよ経営が苦しくなると，一般的には職員のいろんな手当等に

影響せざるを得ないという事態が起こるんです。しかし，是非全額県が出資した病院であ

りますし，その職員の待遇についても県職員と同じように安心して働けるように，少し収

益がアップダウンしても，余りそのあたり民間的な手法でボーナス等いろんな給与面が影

響を受けるようなことはできるだけないようにしていただきたい。それだけ理事長さんの

責任も重くなると思いますけれども，是非そのあたり県立に準ずるということで安定した

職場になるようにお願いをいたします。

　それで，それぞれの病院について，もう少し詳しくお聞きしますが，まず鳴門病院から

いきますか。鳴門病院は，純利益が 9,300 万円余り確保できたという報告でありました。

これ，当初の予定ではどのくらいの金額を予定しておったんですか。

田中医療政策課長

　地方独立行政法人法で，いわゆる中期計画を定めることになっております。その中期計

画を細分化した年度計画を昨年度定めており，一応目標数値がございます。その平成25年

度事業計画においては， 7,900 万円の純利益を上げると。資料にも少し，小さくでござい

ますけども書いておりますが， 7,900 万円の予定にしておったところでございます。

川端委員

　前年度の収益が非常に大きいわけで，そのあたりの初年度の予測は割合低く設定されて

おったというように感じましたが，しかしながら，予定の金額よりも多く利益が確保でき

たということでよろしいですね。

　それじゃあ去年はそれでいいと。これからあと３年，つまり発足して４年間の計画は示

されたと思いますが，それでは幾らの予定になっておりますか。

田中医療政策課長

　中期計画に基づく４年間のいわゆる累積利益というふうな御質問でございます。

　４年間につきましては，２億 7,000 万円という目標数値を持っております。

川端委員

　４年間で２億 7,000 万円の純利益ですね。４年間ということは，２億 7,000 万を４年で

割ったら，年間 6,700 万とか，このぐらいの金額になります。ということは，今年度の

9,300 万よりもっと低くても目標達成ということになるわけです。このあたりもそれでい

いのかと。健保病院のときはかなりの収益があったような今日の報告ですが。

田中医療政策課長
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　今日，御説明申し上げました資料１でございますけども，この中で少し分かりにくい点

がございます。部長説明の中でも少しかいつまんで申し上げましたけども，前年度の健康

保険病院としての決算を見ると，純利益が16億円弱上がっているように見えております。

これにつきましては，これまた小さい括弧書きで，その下の注意書きの中に記載しており

ますけども，実は会計を別に移動する場合，健康保険病院会計から新たに独立して，地方

独立行政法人としての会計をつくり上げる場合に，いわゆる前所属会計の中にありました

負債勘定を，実際には執行されない負債ということで収益として戻し，そして，収益勘定

に一回入れて，その期の決算を終えるというふうな会計上のルールがございます。そのル

ールで大体15億円ほど調整が入っております。

　実質的に全く同じ物差しで前年度の会計を上げるということになれば，振替伝票を全部

つくり直すということが必要でございますので，ばくっとした数字で考えて今年度と比較

しますと，前年度は大体約１億円ぐらいの黒字ではなかったのかというところでございま

す。ただ，その前の年度は 2,000 万円ほどの黒字，その前の前までは赤字決算が続いてお

りましたので，経営母体がしっかりすることによって，安定化も図られてきているのでは

ないかと考えているところでございます。

川端委員

　そうですか。だから，最後の年の清算によって，こんな１億 5,000 万円というような大

きな金額になっとんですか。これだけ見ると，健保のときはすごかったなというふうにも

見えるわけなんですけども，実際には健保鳴門病院の時代は 2,000 万円ぐらいの利益しか

なかったというようなことですね。そうですか。それでは，まあまあ順調に取りあえず初

年度は経過したというふうに理解をさせてもらいたいと思います。

　この順調な滑り出しの理由について，今年度１年よく頑張った，その内容についてもう

少しポイントだけ教えてもらえますか。

田中医療政策課長

　前年度決算が比較的順調に予定よりもやや上ぶれしたというところで，我々いろいろ分

析をしてみたわけでございますけども，内容的には，なかなかこれといった特徴は実は見

出すことはできなかったわけでございます。

　ざくっと申し上げますと，ＭＲＩとかは新しくテスラ３という最新鋭の機械を入れてお

ります。それと電子カルテも更新することによって病院と診療所の連携を図っていくとい

うことで，それについても，もちろん入替えに時間を要する部分がございます。そういっ

たマイナスの要因を，コ・メディカル，ドクター含めて，医療関係者，病院関係者が全員

でもってカバーして，平均在院日数の短縮でありますとか，あるいは入院及び外来の診療

単価をアップさせるような努力を行ったというところが，率直なところ，今現在，我々が

判断できる経営努力というふうに考えております。

　ただ，この内容につきましては，あくまで決算の概要ということでございますので，先

ほど部長からも説明がありましたように，今後，評価委員会というのがございます。その
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中で，評価目標全て様々な項目について，今は一部アウトプットという数字だけでござい

ますけども，アウトカムの部分についても評価をしていって，９月議会で報告させていた

だくことになっておりますので，そこで更に明らかになってくるものかなとは考えており

ます。

川端委員

　分かりました。

　次に，今日の資料の２番目です。「中期計画上の目標数値についての実績」ということ

で，平成25年度の実績がずらっと並んでおります，①から⑥まで。これを見ると，前年度

より上がったものもあれば，下がった数字もあるわけです。私，この中で一番気になるの

は，年間入院延患者数が前年度より下がっているんです。比較的大きく下がっています。

これは③です。この実績について，まずはどんなふうに評価されますか。

田中医療政策課長

　中期計画上の数値目標との比較ということでございます。

　前年度との比較において，確かに数字においては，増えている部分もございますけども，

減少している部分もあるところでございます。一つだけ難しい部分は，病院の会計，特に

鳴門病院につきましては，果たして収入がどんどん上がって，そして利益がどんどん上が

って，それだけでいいのだろうかというふうなところもあるわけでございます。規模が一

定確保されていて，地域医療に貢献して，そしてそのエリアの県民の医療提供体制をしっ

かりと確保できるというところにも重きを置くべきかなと考えておりますので，数字の一

つ一つを捉えて評価していくという部分は，今この時点ではなかなか困難かなと思ってお

ります。

　ただ，先ほど申し上げましたように，評価委員会が設置されて，審議，議論がされるこ

ととなっておりますので，その中で，様々な数字のこれに至った要因，あるいはそれでよ

かったのかどうか，更に改善していく必要があるのかどうかというところも含めて，検討

を重ねてまいりたいと考えております。

　ただ一つ，我々，平成28年度の中期目標は数字として持っておりますので，それに届い

ている数字につきましては，その数字が維持できるように，届かない数字については，そ

れをどうやって届くように改善していくかということをしっかり考えていく必要があると

考えております。

川端委員

　この入院患者数の減をまた元に，更に増やしていくということを考えたときに，具体的

にはどんなことをして，入院患者さんの獲得をこれから図ろうとしておるのですか。

田中医療政策課長

　入院患者さんの獲得でございますけども，平成25年度の特殊要因といたしまして，先ほ
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ど少し申し上げましたように，電子カルテの更新が実は年度末に重なってあったわけでご

ざいます。電子カルテにつきましては，これまで10年以上前の旧式が入っておりまして，

それを更新する際に，看護師さん含めて様々な方に相当な本来プラスアルファの業務をお

願いしたところでございまして，その時点において，なかなか新規の外来患者を積極的に

とりにいくことがやりづらかったという面が実はあるわけでございます。お断りすること

はもちろんないわけでございますけども，こちらからというふうな積極的な対応が一部と

れていなかったところで，入院患者数も減ってきているといったところがございます。

　平成26年度は，ＭＲＩにつきましても，あるいは電子カルテについても，通年で経営に

寄与してくるということで，そういった部分の効果反映の状況を足元確認してまいりたい

と考えております。

川端委員

　初年度であるということと，新たな電子カルテ等の仕組みが変わったということで，大

変職員の皆さんの負担が大きかった年ですね。分かりました。

　そういうことも含めて，今後，鳴門病院がどのような病院を目指すのかということを最

後にお聞きして終わりたいと思います。

大田保健福祉部長

　鳴門病院が今後どういった病院を目指すかという御質問をいただいております。

　今回，報告させていただいた決算の概要につきましては，数値上，今，川端委員からも

順調に推移ということで御指摘をいただいてございますけども，下の中期計画上の目標に

ついては，まだ様々な傾向を示してございまして，正に今後，分析を踏まえまして，改善

方策等を講じていく必要があると考えてございます。

　健康保険病院であった鳴門病院を地方独立行政法人にしたというのは，当然県としても，

県北部の中核的な役割を担っていただくということで位置づけを行ったものでございまし

て，例えば，がん等の高度な政策医療を行っていただく。また災害医療，救急医療等も担

っていただくということを期待しているわけでございますし，また地域の医療機関との連

携，特に例えば高度医療機器の共同利用といった面でも大いにこれからも活躍していただ

けるものと思っていますし，また人材育成などにも更に努めていただくと。そういった正

に県立３病院に準じる形の中核的な役割を担っていただきたいと思っておりますので，今

後とも地方独立行政法人の経営陣といいますか，理事長をはじめとする執行体制とも十分

協力いたしまして，より県民の皆様の保健の維持向上に役立つようにしていくよう，私ど

もとしても努めてまいります。

川端委員

　これから進める医療ビジョンの中核的な病院であるというふうなお答えだったと思いま

す。

　それでは，次にもう一つ，県立病院の事業会計決算の報告がありましたが，これについ
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て少しお尋ねします。

　今日の報告を聞きましたら，県立３病院は２億 9,100 万円の赤字ということです。２億

9,100 万円の赤字ということですが，これは，片や見てみましたら，診療収益は過去最高

なんです。こういうふうにちょっと理解が難しいんですが，これだけ診療収益が上がって

おるのに，どうして２億 9,100 万円の赤字になっているんですか。ちょっとこのあたり，

もう少し収益，それから費用，この内容をお聞かせしてもらえますか。

島尾病院局経営企画課長

　ただいま川端委員さんのほうから，病院事業会計の赤字の要因について御質問をいただ

いております。

　まず収益増の主な要因でございます。収益につきましては，13.5億円増加いたしている

ところでございますが，委員さんのほうからお話がありましたように，入院収益と外来収

益を合わせました，いわゆる診療収益につきまして，３病院合計で約10.1億円増加いたし

まして 161.3 億円ということで，過去最高益を計上したところでございます。この要因で

ございますが，これは，平成24年10月に開院いたしました中央病院の好調が大きく寄与し

ているものと考えてございます。中央病院の数値で言いますと，新規の患者数が，入院で

平成24年度に比べまして 1,292 人増加いたしております。また外来で 1,791 人増加いたし

ているところでございます。また，救急患者の受入れ件数につきましても， 2,943 件増と

いうことで，年間約２万件，正確には１万 9,969 件受入れをさせていただいているところ

でございます。こういった中央病院の好調の結果，中央病院におきまして入院収益が 6.5

億円，それから外来収益が 2.5 億円の合計９億円増ということで，中央病院単体でも診療

収益が 112.2 億円ということで，過去最高益を計上させていただいているところでござい

ます。

　一方，収支の費用の部分でございますが，費用につきましては10.1億円，前年度に比べ

て増加をいたしております。この主な要因でございますが，中央病院の改築に係るものが

主な要因でございまして，新病院の建物でありますとか，医療機械の減価償却費がござい

ます。減価償却費が25年度につきましては，フルで計上することになってございます。24

年度は，年度中途ということで全額ではございませんでした。そういった形で増加してお

りまして，その分が約 4.1 億円増加いたしております。また，改築事業に際しまして発行

いたしております企業債でございますが，これに係ります支払い利息も増加いたしておる

ところでございまして，約 1.5 億円の増というようなことでございます。また，当然診療

を行いますと，診療に伴いまして，薬品でありますとか，診療材料といったものも使用い

たします。診療収益の増加に連動いたします関係で，そういった経費につきましても，約

3.4 億円増加をいたしているところでございます。

　ということで，収支の結果といたしましては約 2.9 億円の赤字ということでございまし

て，収支としては赤字となったところでございますが，例えば減価償却費で言いますと，

これは費用には計上いたしますが，実際の支出を伴うものではございません。いわゆる病

院事業としての内部留保資金につきましては，平成24年度が約44億円余りであったものが，
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12.2億円増ということで，約56.5億円ほど留保することができておりますので，病院の事

業としては赤字ではございますが，経営としては堅調にできているものと認識しておりま

す。

川端委員

　会計の処理上，赤字が出たというような，そんなふうな説明です。何よりも内部留保資

金12億円を積み上げたというんですから，これは大したものかもわかりません。

　しかし，ちょっと気になるのが，資料の中の（２）費用の中で，一番下のところに，職

員数の増加等に伴う給与費の増加というのがあるでしょう。県立３病院は，県の条例法で

なかなか職員を採用することができないと私，聞いておったんですけども，こういうふう

に職員数の増加というのはどういうことなんでしょう。

島尾病院局経営企画課長

　費用の部分にございます職員数について御質問をいただいております。

　平成25年度におきます職員数の増の内容でございますが，まず医師数を７名増加させて

いただいているところでございます。これは中央病院で，いわゆる医局人事によりまして，

医師数は増加をしているというところでございます。それが一つ。

　もう一つは，看護師等を増員させていただいているということでございまして，一つは

中央病院の開院に伴いまして，８階の北の病棟でオープンできていなかった部分がござい

ます。それをオープンするために，看護師の増員をさせていただいた分がございます。そ

れで27名看護師を増員させていただいております。また，三好病院でございますが，これ

はこの夏に開院ということになってございますけれども，そこにおきまして，緩和ケア病

棟の増員を確保する必要があるということで，段階的に看護師については確保する必要が

ございますことから，25年度におきまして，10名の看護師を採用したというところでござ

います。

　そういった要因がございまして，看護師数も増えているということでございまして，病

院といたしましては，定数の範囲内で計画的に職員数は増員をさせていただいていると考

えております。

川端委員

　私がお尋ねしたのは，病院職員だって県職員です，県立病院の場合は。この県職員の定

数条例の中で，やはり病院としても考えていかないといけない。かつて一般職を減らして

でも増員する時代がありました。そういうふうに県全体ではかなり定数条例の上限をいっ

ているんではないかなと思っております。ですから，これから高度な医療をどんどんやろ

うと思ったら，今のように当然，医師もたくさん要るし，看護師も要るということですけ

ど，この県の条例との関係はどうなっているでしょうか。

竹岡病院局総務課長
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　病院局の職員定数につきましては，徳島県定数条例により定められております。この定

数条例につきましては，平成21年度に定数条例を改正いたしまして，従前 845名であった

ものを 985名ということで， 140名増を図ったところでございます。この増につきまして

は，医療機能の向上，それから看護体制の増強といった要因がございまして，段階的に増

員してきたところでございます。

　今現在，この状況がどれぐらいになっているかといいますと， 1,028名という形の現員

数でございます。 985名という人数を超えておりますけれども，これは定数外に算定でき

る職員の数が入っておりまして，産休，育休，休職の方，それから組合専従とかいろいろ

ありますけれども，そういった者を除きますと，今のところは定数内という形になってお

りまして，その差につきましては，今のところ22名という形になっております。

　これまで医療機能の充実のために増員をしてきましたけれども，今後，この定数の枠内

での運用という形になりますので，これからはそれを見ながら慎重に定数管理をしていく

という形になるかと思います。

川端委員

　育休，産休，それからお休みしているような方というのは定数から外れるんですか，そ

の時期。ということは，将来，必ず復帰する可能性が高いですよね。ですから，そういう

ふうな産休等のゆとりをそう簡単に利用するわけにもいかんのではないかと思いますが，

これは私も余りこれ以上知りませんので，是非そのあたり，これから高度な医療をやろう

と思えば，当然人もたくさん要るということで，場合によったら条例も時代に合ったよう

に見直さなければいけないのかなということもちょっと感じた次第であります。

　病院の会計についてはこれだけにしておきますが，今日，最後に，自殺対策について質

問をしたいと思います。

　本県の自殺の状況が，一昨年，昨年に比べて悪化しております。今の徳島県の自殺数に

ついて，全国の順位であるとか増減について，報告をお願いします。

岡田保健福祉政策課長

　ただいま本県の自殺の状況につきまして御質問をいただきました。

　全国的な数値につきましては，委員御指摘のとおり減少傾向にありまして，当初３万人

を上回っていたところが，現在は下回って，４年連続で減少している状況でございます。

一方，徳島県におきましては，前年度よりも増加してございまして，平成25年中の自殺者

数については 183名で，全国的な傾向とは違いまして，２年連続で増加している状況にな

ってございます。

　また，全国の順位につきましては，自殺者数の少ない県，鳥取県が一番少ないんですが，

本県は 183名ということで，自殺者数については，全国第４位という状況になっていると

ころでございます。

　また，今年の一番の傾向といたしましては，対前年につきまして，５月までの数値なん

ですが，26年１月から５月までの自殺者数は66名でございまして，昨年の同時期は79名で
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ございましたので，比較いたしまして，今年については13名の減という状況でございます。

川端委員

　我が県は，自殺はもうこれまで長いこと非常に少ない県だというふうなことを言われて

おりましたので，是非これは今後とも続けていきたいと思っておりますが，この度は少し

増えつつあるのかなと感じております。

　対策はどのように考えておりますか。

岡田保健福祉政策課長

　まず自殺の傾向を分析する中で，やはり依然高齢者の自殺が非常に多うございます。そ

こで，今年の取組としまして，老人クラブ連合会等々，高齢者の団体等とも連携をとりま

して，正に高齢者向けの施策等を考えてございます。

　また，自殺を防いでいくという観点におきましては，やはり自殺のサインを見逃さない

対策が必要になってきますので，県といたしましては，自殺のいわゆるサポーターを増や

していこうということで，自殺予防サポーターの養成研修に取り組んでございます。目標

数値といたしましては，平成26年度までに１万 2,000 人という養成の目標件数を設けてお

りますが，25年度中の取組としまして，ほぼそれに近い１万 1,900 人余りのサポーターの

養成ができておるところでございまして，今後も引き続き，自殺のサインを見逃さないと

いうことで，サポーター数を増やしてまいりたいと考えてございます。

川端委員

　今日，少し提案をしておきたいんですが，自殺というのは，地域特性があるんです。三

好の山の中の孤立した状況の中での高齢者の自殺もあれば，徳島市の都市部の自殺もあれ

ば，いろいろと地域によって自殺の背景が違うようです。ですから，今，これは厚労省で

すかね，国立精神・神経医療センターの報告の中に，複合的地域自殺対策プログラムの研

究というのがありまして，地域地域の特性を踏まえた，その地域に向く自殺予防の対策を

考える時代になっているようです。このあたりは，県としてもそのような認識があります

か。　

岡田保健福祉政策課長

　特に全県的な地域の特性といたしまして，西部圏域に非常に自殺者数が多いということ

で，これにつきましては，昨年，西部総合県民局，また三好の保健所等々におきまして，

地域と一体となった自殺予防対策を進めていただいております。そういった中で，地域の

特性等々を踏まえまして，昨年，地域で自殺を防いでいこうということでＤＶＤを作成い

たしまして，そういった地域の特性を踏まえた対策を講じていくということで，地域ぐる

みの運動も進んでおります。

　また委員御指摘のとおり，自殺におきましても，非常に背景がいろいろ各地域地域によ

って違いますので，そういったことにつきましては，これから十分検証しまして，適切な
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対策を講じてまいりたいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。

川端委員

　自殺対策で，今，行おうとしているのは老人クラブ連合会を一つの核にして気づきを広

めていきたいということで，これも非常に重要です。しかし，地域的な特性，そのほかに

も特性は幾つかあるようですが，特性特性をしっかり把握して，その方たちに向いた対策

を打つように要望しておきたいと思います。以上で終わります。

黒﨑委員

　川端議員から，鳴門病院の決算についての御質問がございました。決算でございますか

ら，営業活動というか，経営の中での数字は出ております。

　１点，私のほうからは，地域の中核病院としての役割ということで，地域の一般の病院

との連携がどのようになっているのか，そのことについて確認をしておきたいと思います。

恐れ入りますが，お願いいたします。

田中医療政策課長

　平成25年度に新たに取り組んだ地域との連携ということで申し上げますと，先ほど，電

子カルテの更新というのがございました。10年ぶりということで，最新鋭の電子カルテに

したわけでございますけども，正にそれが病診の連携を図るための事業でございます。つ

まり，診療所です。鳴門市医師会さんに協力をいただきまして，鳴門市内の診療所，有床

診療所，無床診療所がございますけども，そういったところから鳴門病院の電子カルテを

見ることができるという部分で，例えば患者さんが鳴門病院でいろんな検査を受けておる

と。その後，診療所のほうにまたやってきた際に，これまでに受けた検査項目を近い時点

であれば外して患者さんの負担を軽減することができるというふうな，より具体的に申し

上げるとそのような取組が25年度，年度末でございますけども，始まったところでござい

ます。

　もちろん，地域の支援病院としての紹介，逆紹介の部分も規定をクリアすべく努力して

いるというか，頑張ってキープしているところでございますけども，あえて申し上げれば，

電子カルテによってというところでございます。

黒﨑委員

　紹介についてはどうなんでしょうか。私も今年の５月，ちょっと調子が悪いことがござ

いまして，一般の病院から鳴門病院に御紹介いただいた結果として，非常にスムーズに運

びまして，ああ，ここまでできているのかと感心したところでございますが，実際，今，

紹介についてはどのようになっておりますか。

田中医療政策課長

　例えば具体的に，平成25年度末，３月の数字で申し上げますと，紹介率は52.8％でござ
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います。逆紹介率は71.8％という数字を持ち合わせているところでございます。

黒﨑委員

　52.8％と71.8％，往復というふうなことでございますが，これについてはどのように評

価されておりますか。

田中医療政策課長

　平成23年でございますけども，正に地域連携を深める，高める病院ということで定義が

ございますが，地域医療支援病院に鳴門病院が指定されているということでございますけ

ども，その要件といたしましては，紹介率40％，逆紹介率60％を上回るという条件でござ

いました。それが，実はこの26年度から紹介率50％，そして逆紹介率70％というふうに要

件が厳しくなっておりますけども，それについてもクリアしているという部分で，黒﨑県

議の体感というのは正しいものかなというふうにも考えております。

黒﨑委員

　紹介率をクリアすれば，当時の鳴門病院には幾らかの補助金のようなものが下りていた

かなと思うんですが，それは私の勘違いでしょうか。実際，そのようなものがあったよう

に思うんですが，これは，独立行政法人となったので，もう今はないわけですね。以前は

あったわけですね。どうですか。たしかあったように思います。

田中医療政策課長

　補助金といいますか，この地域医療支援病院に指定されることによりまして，診療報酬

上のメリットが得られると。ＤＰＣ等も含めてということでございますけど，それはある

と考えております。

黒﨑委員

　それが悪いと言よん違うんですよ。それは大変よかったなと。県も一生懸命お考えいた

だいて，鳴門病院が公的に近い独立の形でしっかりと今２本足で立っているという基本に

なっているのが，その辺のお支えがあったということ，評価をちゃんとしとかないかんな

と考えております。今後ともよろしくお願いを申し上げたいと思います。

　それと，代表質問の中で何点か御質問させていただきましたが，まず避難行動の要支援

者の名簿の作成です。

　市町村における作成状況ということなんですが，大きくざっくりとこれについては御質

問をいたしました。その中の避難計画の全体計画，個別計画ということについても，関連

で質問させていただいたんですが，今現在の支援者名簿の市町村の作成状況をもう少し細

かく，大体何十％ぐらい達成できているのか，そこら辺のお話も具体的にお尋ねを申し上

げたいと思います。
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大塚地域福祉課長

　避難行動要支援者名簿は災害時要援護者対策の一環として各市町村で作成が進められて

いるものでございまして，委員がおっしゃいましたように，本会議の代表質問で，全体で

は全ての市町村で整備が進んでおり，３万 2,857名が本年４月１日現在で登録されている，

そのような答弁でございました。

　これは，分母といいますか，対象者数がどれぐらいあるのかということで，全市町村を

県のほうで独自に調査をしておりますが，それによりますと，約８万 5,000 人ぐらいの数

字の分母になると。最大でということになるかと思います。そのうち，先ほどの数字３万

2,857名ということで，パーセンテージにしますと38.4％が整備されていると。前年度の

４月が大体32％ぐらいでしたので，パーセンテージで言うと６ポイントぐらい増えている

というような状況でございます。

黒﨑委員

　これは，なかなか大変な作業だと思います。徳島県も，各市町村に出向いて，いろんな

要請，あるいは相談にも応じているというふうなことでございます。大変努力なさってい

るとは思うんですが，今の38.4％という数字は，もう少し増やす必要もあるのかな。これ

は市町村が中心で進めていることでございますから，県がどこまでどのようにという議論

もありますが，そこのところをどのように評価なさっておりますでしょうか。

大塚地域福祉課長

　特にこの名簿の大事さといいますか，重要さということでは，昨年６月に災害対策基本

法が改正されまして，市町村長は避難行動要支援者，災害時要援護者のことなんですが，

こちらの名簿を必ず作成しなさいという義務づけがなされたわけでございます。それによ

りまして，この４月に前年に比べると相当数増えたという状況がございますが，なかなか

そのデータを登録するということの中でも，決められた細かな条件がございまして，それ

を積み上げるのはマンパワーの世界になっております。

　先ほどお話をいただきましたが，今年度に入りまして，名簿の作成であったり，それに

基づいて作成する個別計画の策定について，各市町村を回って聞いております。今現在，

24分の16の市町村を回りまして，何がネックになっているのか，どういった課題があるの

かというところをいろいろ聞いております。そういったところから，現場の生の声を聞い

て，名簿の作成率が一層向上するような手立てを検討していきたいと考えております。

黒﨑委員

　何がネックになっているのかということでございますが，具体的にお話しできる範囲で

結構ですから，お聞かせ願えればと思うんですが。

大塚地域福祉課長

　一番声の中で大きいのは，やはりそれに専任して従事できるようなマンパワーが足りな
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いということでございます。あと，災害対策は県も含め市町村はいろんな対策をしており

まして，やはり予算が付いて，きちっとそれに沿って進める事業と，とにかく職員のマン

パワーに頼って，丁寧にきめ細かにする，こういった名簿の作成等の事業というところで，

優先順位が少し後回しになっていると。でも，大事なことは認識しているというようなこ

とでございます。

黒﨑委員

　大変大切な重要なことだと私も考えておりますので，これにつきましては，今後も本当

に地味な作業が続くと思うんですけど，御理解をいただいて，御協力もいただくような形

で，しっかりと進めていただきたいなということを御要望申し上げておきます。

　それと，あともう一点でございますが，例えば認知症の患者さんをお持ちの御家庭なん

かは，特にそのようなこともあるんでしょうが，介護することによって，御家族の中で介

護されている方が仕事を離職したり，あるいは介護ということを基本に考えれば，どうし

ても仕事の内容を変えなきゃいけないというふうなことが，起こってきているのはやはり

事実でございます。私の家庭も今から十数年前に，家内の父が軽度の痴呆症になって，そ

のときに，やはり家内も働き方を変えなければならなかったというふうなこともございま

す。それとか，あといろいろ思い悩んだ挙句，家族の会というのがありますが，そこに行

って，御相談をいろいろする中で，それぞれやっぱり仕事が一番大きなネックになってい

るということは，そのときから言われておりました。

　徳島県も全国的に見れば，平成25年の総務省の発表なので，どんな資料からどのように

抽出をされたのかちょっとよく分からないところがあるんですが，平成25年度の発表で，

過去１年で10万人の方が介護離職されておるというようなことなんです。これについて，

徳島県も何らかの把握をされておられるのかなと想定もしておるんですが，これ，なかな

か分かりにくいことだと思います。それぞれの家庭のことでございますし，なかなか職場

でもこういった個人的なプライベートに近いことを公表するようなこともなかなかないん

だろうと思うんです。しかしながら，今，社会で進んでいる大きな悩み，共通の悩み，全

ての方が，全ての家庭が抱える悩みでなかろうかと思うんですが，そのあたり，徳島県に

ついてはどのように把握されておりますでしょうか。

藤本長寿保険課長

　今，黒﨑委員のほうから，介護離職の関係についてのお尋ねでございます。

　正直申し上げまして，徳島県の中で介護離職の方がどのぐらいいるかということにつき

ましては，今，委員もおっしゃられましたように，退職の理由を明らかにして辞める方も

少ないですし，そういうのを更に調査するのもなかなか難しいということがございまして，

私どものほうでは，本県で幾らというのは把握しておりません。

　けれども，今，委員のほうから紹介もございましたけれども，過去１年で10万人という

ようなものがありまして，私もいろいろインターネット等で調べますと，就業構造基本調

査という総務省が５年ごとにやっている，おおよそ全国 100 万人の方を対象にしている調
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査がございまして，それによりますと，平成19年10月から24年９月までの過去５年間で，

介護若しくは看護のために離職した方が約48万 7,000 人と。そのうちの平成23年10月から

24年９月という，この直近の１年間で申し上げますと，10万 1,000 人という数字が出てお

るようでございます。

黒﨑委員

　これについては，インターネット上，あるいは家族の会とか，そんな中でいろいろ話さ

れておるし，いろいろやりとりもされているというふうなことを私も認識しておるんです

が，これ実際問題として，かなりの数が徳島県内にもおられると思います。

　要支援１，要支援２を各市町村にお任せしている地域支援事業に移していくという中で，

今後，介護の現場がどのように変わっていくのか少し不安なところもありますので，分か

りにくいという現状はありますが，是非ともこのあたりを。事前委員会で川端委員も御質

問なさいました。国で九百何億円の予算の基金としての積立てがある。それで，徳島県に

幾ばくかということもある。そんな中で，医療中心になろうかとは思うんですが，介護，

あるいは看護という立場で，何かこのようなことについてのことができればなと。にわか

に私が申し上げても，なかなかそんなことは難しいと思うんですが，是非ともこの介護離

職については，しっかりとこれからも，分からないからそのままにしておいていいという

ことでもないような気がします。

　一昨日，連合のほうにも，このことについてどのような資料をお持ちですかという問合

せをいたしましたが，実は連合のほうもよく分からない。ただ周辺にたくさんいるんだと。

このことについて何らかのアクションが必要だと考えているというふうなお答えも返って

きておりますので，是非とも，大変難しいことだとは十分認識しておりますが，県におか

れましても，これについて検討したり，情報を集めたりしてというふうなことから，まず

始めていただきたいと思うということを取りあえず御要望しておきますので，よろしくお

願いを申し上げます。それについて，いかがでしょうか。

藤本長寿保険課長

　委員からもお話がありましたように，介護保険制度も大きく変わりまして，施設から在

宅へという流れが大きくなってきておりますので，その中で，在宅介護ということになり

ますと，やっぱり家族の方，家庭の中で介護する方の力が，非常に大事になってくるかと

思っております。その中で，やはり仕事との両立も非常に悩ましい問題になってこようか

と思います。

　委員のお話の中にありましたように，家族の会とかでお話ができている方はいいほうじ

ゃないかと思います。私が聞くところによりますと，どういう介護サービスがあるかとか，

またどういう介護休業の制度があるかとか，そういうことを全く分からず，しかも誰にも

相談することができず，悩んだ中で，１人で離職していく方もいらっしゃるというような

話も聞いております。

　やはりまずは，どういう介護サービスがあるのか，どういうような制度があるのかとい
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うことを広く周知していき，介護されている方は１人じゃないんだということ，地域なり

周りで支えていくことができるんだということを発信できるような機会もつくっていきた

いと思っております。また，委員からお話もありましたように，新たな基金もできます。

来年度からは介護の部分でも活用ができるようになっておりますので，その部分がどうい

うような活用の仕方があるかどうかも含めまして，いろいろ市町村とも連携しながら検討

してまいりたいと考えております。

黒﨑委員

　是非ともよろしくお願いを申し上げます。

　県庁の中は，いわゆる社会の縮図というふうなことが言えようかなとは思うんですが，

近いところから検討してみるということも大事なことだと思うので，例えば県庁の中で，

あるいは職員さんの中で，介護休業であったり，あるいは介護のための離職であったりと

いうふうな，そんな資料があるのかないのか。そんなことも参考にすべきではなかろうか

ということも思うんですが，そのことについてはいかがでございましょうか。

藤本長寿保険課長

　まずは隗より始めよではないですが，県庁の中でというお話ですけれども，私ども保健

福祉部局におきましては，県の職員の退職に関わる部分ですので，なかなかタッチしづら

いところがありますけれども，全体を知る上では，まず自らのところを知るというのは大

事なことかと思いますので，人事当局とも相談をさせていただきたいと考えております。

黒﨑委員

　例えば介護離職とか，あるいは休業というふうなことについて，これは人事のほうなん

かな，どうなんか分かりませんが，把握はされておるんですか。年間で大体どのぐらいの

人数がおられるかということについては。

藤本長寿保険課長

　恐らくでございますが，介護休業とか，そういう制度を取得した人が何人というのは把

握しておるんじゃないかと思いますけれども，介護を理由に退職したかどうか，退職理由

というのは，御本人が率直にそのまま素直にお話をされるかどうかという部分があります

ので，正直に言っていただいた方は分かっていると思いますが，まだまだそういうのを隠

して辞めるような方もいらっしゃるかもしれませんので，やはり退職の部分に関しては，

正確な数字はなかなか分かりにくいのじゃないかなと考えております。

黒﨑委員

　一つの切り口であることは確かでございますので，社会の縮図，その中で介護離職がど

うなのかということを検討する上での一つの素材になってくるのかなと考えますので，今

後ともしっかりと，まずチェックできるところというか，調査できるところから始めてい
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かれるべきではなかろうかと考えます。社会の縮図である以上，そこから出てきた数字と

いうのは，非常に正直に社会を表すと考えておりますので，是非ともお願いを申し上げた

いと思います。

　それとあと，医療と介護の法律が大きく変わりました。その中で，在宅医療と在宅の介

護が，御自宅で治療をしたり，社会復帰を目指したり，あるいは最後の大事な一時期を御

家庭でというふうなことで，政府も目指しているということだと思います。

　そんな中で，先々月，つるぎ町に県のバスで視察に連れていっていただきまして，いろ

いろ現場の担当者のお話を伺いました。私もいい勉強になりました。看護協会の会長さん

からいろいろお話をいただきまして，我々知識が足りなかったところが随分あるなという

思いがしたわけでございますが，在宅の訪問看護に携わる看護師さんであったり，看護師

さんのＯＢに復帰していただくということを今，担当者もつくって前に進めているんだけ

れども，なかなか前へ進まないと，そんな現実があるようでございます。

　それはそれとしまして，いろんなところで今，知恵を絞ってそれを進めていっていただ

いていることは理解できました。ただ，その中で１点，ちょっと心配することがあります。

実は医療って本当に日々技術が進んでいるわけでありまして，訪問看護で求められている

看護師さんというのは，知識があって，経験があって，在宅で治療されているその患者さ

んの変化をすぐに読み取って，対応できるような方がやっぱり求められているのかなと思

うんです。そういう意味では，一回看護の現場を離れられた看護師のＯＢさんが，今度，

訪問看護として再就職されたときに，医療技術は日々進んでおりますから，もう一回勉強

し直すことが必要になってくるんじゃなかろうかと思うんですが，これについては，徳島

県はどのようにお考えになっておりますでしょうか。

田中医療政策課長

　今，黒﨑委員から，正にこれから2025年，本県においては2020年ということですけども，

高齢社会を迎えるに当たっての在宅医療の関係について御質問いただきました。

　在宅医療という言葉から連想するのは，やはり医師が在宅に行って，いろんな診療を行

うというイメージでございますけども，現実的には皆さん御承知のとおり，医師の確保は

非常に困難な部分もございます。そういった観点から，医療の最先端で働くことになるの

は看護職の方たちというのは，おのずと見えてくる，明らかになってくるところでござい

ます。

　そうした中，今，お話のありました，現場で即対応ができる，バイタルサインを見て，

すぐにこれじゃないかというような発想のもとに対応が可能というのは，やはり，例えば

各病院で急性期から慢性期までいろんな経験をされて，働かれて退職された方が一番ふさ

わしいという考え方は正にあるところでございまして，私どもといたしましても，就業し

ていない看護師の方に対し，県の看護協会を通しまして，復職支援研修をやっているとこ

ろでございます。ここ三，四年やっておりますけども，退職された方にとって何が一番大

きなハードルになるかといいますと，やはり現場は非常に厳しい現場で働かれております

ので，その現場とも直結する在宅の部分に復帰することもやはりハードルが若干高いとい
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うことで，そういった研修でもって，そのハードルを越えていただこうという発想で行っ

ています。

　それとともに，鉄は熱いうちに打てという言葉もございますけども，今年度から，実は

老健局と医政局は今まで余り手をつなぐことがなかったところでございますが，そこが手

をつなぎまして，介護・医療連携という立場から老健局の予算で，在宅医療を勉強するた

めに，例えば県立総合看護学校がございますけども，そこで在宅医療のメニューを加え，

広く公開講座で県内の様々な看護学生さんに聴講に来ていただいて，在宅医療についての

認識，考え方を深めていただくといった事業にも平成26年から取り組むこととしておると

ころでございます。

　そういった両面を通じて，できるだけ看護職の皆さんの確保に努めてまいっているとこ

ろでございます。

黒﨑委員

　平成26年から在宅のメニューをということです。早い対応だなと思います。医療，介護

の現場が日々変わるということを想定されて，少し早いうちから検討されていたのかなと

私も推測はしているんですが，是非とも１回現場から離れた方に１人でも多く帰ってきて

いただいて，在宅看護の現場にできるだけ多くの方が入っていただくことも，県の制度の

面でしっかりとバックアップしていただければと思います。よろしくお願い申し上げます。

　あと何点かあるんですが，確認の意味でお尋ねを申し上げます。

　2013年６月に県下の特養で入所者の預金を無断で引き出すということがございました。

これ，複数に上りましたので，県警も動きまして，新聞でもかなり大きく報道されました。

このことにつきまして，県は厳しくチェックするんだということ，あと厚生労働省のほう

も，例えばホームページ上で資産内容をしっかりと公表するとか，いろんな新たなことが

始まったというふうに聞いてもおったんですが，県は今までどのようなチェックをされて

こられたのか。あるいは今後また新しい何かがあるのであれば，少し御説明をいただけれ

ばと思います。

藤本長寿保険課長

　委員のお尋ねで，特養と言われましたけど，有料老人ホームでの入居者の預り金の不適

切な取扱いの件かと思います。

　昨年秋頃に県内の有料老人ホームにおきまして，入居者の預り金を管理者が不正に取得

し，それを使用したという件がございました。これを受けまして，基本的には入居者の預

り金につきましては，原則として入居者本人が行うのが原則でございますけれども，やは

りなかなか認知症等々で判断能力がないというような方につきましては，その身元引受人

等の承諾を得た上で，施設のほうで管理することになっております。その際には，いろい

ろ書面で確認するとか，定期的に報告するとか，そういったことを管理規定で定めるとい

うことになっておるんですけれども，この有料老人ホームにおきましては，そういう手続

がなされていなかったという問題もございましたので，この事件を受けまして，県内各有
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料老人ホーム，それから同様の入所施設に，そのような再発防止の通知，それから，そう

いう管理規定等の設置等々の周知を行ったところでございます。

　調査をしましたけれども，基本的にはほとんどのところでそういう規定もございました

し，そういった問題も発生はしておりませんでしたが，二度とそういうことがないように，

それ以降，指導監査等におきましても，そのあたりを厳しく指導，監査しておるところで

ございます。

黒﨑委員

　今後とも，これにつきましては厳しくチェックをしていただきたいと思います。認知症

のことにつきましても，代表質問の中で数点質問させていただきましたが，これは本当に

道徳的に許せないような内容でございますので，性善説をとるのか，どうなのかという話

にいつもなってまいりますが，できるだけ厳しく臨んでいただきまして，チェックを続け

ていただければと思いますので，この点につきましては御要望申し上げておきます。以上

でございます。

達田委員

　病院のお話もございましたけれども，県民の健康をどのように守っていくのかという点

で，お尋ねをしていきたいと思います。

　糖尿病の死亡率がワースト１であるとか，いろいろと報道されてきました。私が知って

いる限りでは，議会の議事録がちゃんとホームページで見られるようになって以来，もう

過去20年ぐらい前から，糖尿病ですとか，がんの死亡率を少なくするにはどうしたらいい

かとか，そういう健康の面で，いろんな議員さんが質問し，本会議でもこの委員会でも取

り上げて，県もこうしますということをいろいろ言ってきたわけなんです。その対策がい

ろいろとやられてきたんだけれども，やっぱり糖尿病に関しては６年連続で全国最悪とか，

あるいは喫煙が主な要因の慢性閉塞性肺疾患の死亡率も３年ぶりにワースト１位になりま

したということが報道されております。

　それで，生活習慣病と言われておりますので，県民の生活を見直しながら，病気になら

ないようにしていきましょうという働き掛けもいろいろとやられてきたと思うんですけれ

ども，今現在，糖尿病の死亡率を低くしていきましょう，かかる人を少なくしていきまし

ょうという取組を県がどのようにやって，そしてどういう成果が上がってきているか，お

尋ねしたいと思います。

鎌村健康増進課長

　ただいま委員より，糖尿病をはじめとします生活習慣病対策への取組ということでお尋

ねをいただきました。

　糖尿病の対策につきましては，これまで平成５年以来では一度ワーストから外れたこと

がございますけれども，平成17年11月に糖尿病緊急事態宣言ということで，県医師会等と

も一体となって取り組み，そしてさらには，「みんなでつくろう！健康とくしま県民会議
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」をはじめ，関係機関等とともに取り組んできたところでございます。先般公表されまし

たデータによりますと，この糖尿病死亡率につきましては，委員からもございましたよう

に，６年連続で残念ながらワースト１位という結果であったわけですけれども，前年の

18.5から 0.9ポイント改善し，17.6となったところでございます。

　こういったデータの一方で，これまでの継続した取組によりまして，県民健康栄養調査

の結果からは，40歳以上におきまして，糖尿病の可能性を否定できない方の割合が，平成

15年の13.9％から，平成22年には11.5％へ減少，また成人男性の１日当たりの歩く歩数で

すけれども，こちらは 6,474歩から 500歩増加するなど，こういった例を挙げますと，少

しずつですけれども健康指標の改善が見られてきているところもございます。糖尿病を代

表とします生活習慣病は，やはり若い頃，子供の頃からの食生活，そして運動といったと

ころが大きな課題でありますけれども，こういった息の長い取組をこれからも続けていく

ことによって，必ずや改善効果が期待されるものと考えているところでございます。

　今後とも「みんなでつくろう！」を合言葉にした健康とくしま運動のもと，県民の皆様

お一人一人が御自身の健康に関心を持っていただきまして，生活習慣の改善とその継続，

そして健康づくりの推進に御参加いただけるよう，県としましてもしっかり取り組んでま

いりたいと考えております。

達田委員

　いろいろと取組が行われて，県としても取り組んだ事業の自己点検もちゃんと行ってお

られます。例えば平成23年度には，チャレンジ！健康寿命アップ事業ということで，また

25年度には，健康とくしま推進事業ということで，これは“トクトク”事業でゼロ予算の

事業なんですけれども，県民の皆さんに意識改革をしていただいて，そして，自分の健康

を守りましょうという働き掛けをしていくことは非常に大事な事業であると思うんです。

　この23年度を見ますと，県民一人一人が自主的に目標を立てて健康づくり活動を実践す

る，そういう人をとくしま健康づくりチャレンジャーとして，４年で１万人を目指して登

録するということが書かれているんですけども，この健康づくりチャレンジャーというの

は，どういうことをされる人なのか。そして今現在，どれぐらいの方がおいでるのか，お

尋ねいたします。

鎌村健康増進課長

　ただいまお尋ねいただきました，「みんなでつくろう！健康とくしま県民会議」を事務

局といたしますこの健康づくりにつきましての，とくしま健康づくりチャレンジャーでご

ざいますが，体に良いことを始めようということで，自ら取り組んでいただくために，目

標を定めていただくことになります。マイチャレンジ（わたしの健康宣言）を立てていた

だきまして，例えば１日１万歩歩くといった目標を立てていただきますと，その日できた

ら１ポイント，そして，健診チャレンジということで，人間ドックでありますとか，特定

健診，がん検診等を受けた場合には，１回受診で５ポイントといったものをしていただき，

100ポイントを一つの目標として，毎日取り組んでいただくというものでございます。
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　とくしま健康づくりチャレンジャー登録者数の目標ということで御紹介がありましたが，

平成26年５月末現在では，登録者数は１万 850名ということで，登録した方が更には達成

していただけるよう，またこういった取組を広げていけるように，県内の保健所等とも，

そして市町村とも取組を進めてまいりたいと考えております。

達田委員

　目標の１万人は超しているということですね。

　その中で，地域の健康づくりに特に貢献できる者を徳島県健康づくりサポーターとして，

４年で 200 人を目指し養成するということなんですが，このサポーターになる方というの

は何か資格とか要るのか，どういう方がどういうことをするのか，どこで何をやっている

のかということを教えていただけたらと思います。

鎌村健康増進課長

　とくしま健康づくりサポーターについてのお問合せでございます。

　こちらにつきましては，特別な資格という要件は設けておりませんが，例えば，日頃か

ら地域におきまして，食生活改善推進員（ヘルスメイト），地域でボランティア等で活動

をしていただいているような方，こういったチャレンジャーを推進していただいているよ

うな方，そういった方に自主的に参加していただく，あるいは，市町村やシルバー大学校

等から御推薦いただくというようなことで，こちらのほうはサポーターを養成する事業を

しております。

　これまでですけれども，年１回開催しておりますが，１回50名程度参加していただいて

いるところでございまして，３年間で現在 149名の方を養成したという実績でございます。

達田委員

　この糖尿病ですとか，生活習慣病を予防するための活動というのは，食生活であるとか，

運動であるとか，やっぱり医療機関との連携も必要なんですけど，日頃の心がけといいま

すか，それも大事なところがあります。だけども，家でやりなさいよと言われましても，

なかなか私なんかは意志が弱いので三日坊主で終わるということが多々ございます。そう

いう中で，近所で何かやってくれているということになりますと，じゃあ参加しようかな

ということも出てくるんです。ですから，地域の集会所ですとか，公民館ですとか，そう

いうところで，再々そういう取組を行って，運動ですと，例えば１時間以内，あるいは15

分でもいいんですけれども，３日に１回ぐらいはやりましょうと県が呼び掛けていますよ

ね。それも，ずっとするというのは本当に大変なことなので，公民館なりに集まって，み

んなができるような運動，ラジオ体操とか，阿波踊り体操とかございますが，そういうも

のでもいいんですけども，やっぱり継続して，ずっとやれるような状況をつくっていくと

いうのが大事だと思うんです。ですから，そこでリーダーになる方が中心になって，地域

の健康づくりに頑張っていただくというのは，すごく大事なことだと思います。

　一つは，ずっとボランティアでいいのかという点もあると思うんです。その活動が継続
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して行っていけるために，ボランティアだけじゃなくて，やっぱりちゃんと資格を持った

方が有償で運動指導とか栄養指導とか，そういうことができる方が時々入ってくる，３回

に１回は入ってくるというような，そういう取組が必要じゃないかと思うんです。そうい

うような面で“トクトク”事業をもうちょっと発展させていただいて，予算も付いた事業

に是非していただいたらと思うんですけども，その点いかがでしょうか。

鎌村健康増進課長

　委員より御提案をいただきました。お一人お一人に意識を持っていただきながら，継続

して行っていただくこと，そして生活習慣の改善を維持していただくことによりまして，

生活習慣病の予防，そして改善に向けてということであります。

　地域におきまして，先ほど御紹介いたしましたが，チャレンジャーの方を増やす。そし

て，中心になっていただく，サポーターのことですけども，リーダーになる方を養成して

いくということでありますが，例えばヘルスメイトの方ですけども，県内で約 1,000名い

らっしゃいます。こういった方々は，各保健所管内におきまして，その保健所等とも連携

しながら進めていただいているところでございまして，保健所の保健師，そして市町村の

保健師さん等，そういう専門職とも連携しながら，また管理栄養士，栄養士等とも連携し

ながら進めていただいているところですので，そういった面では，専門的な見地から常に

連携していただいているものと考えているところでございます。

　こういった食生活の部分，それとまた運動につきましては，例えば県ウオーキング協会

がございますが，そういったところでは歩き方教室的なことを自主的にしていただいてお

ります。また各地域でウオーキングイベントといったものや，ちょうど四国霊場開創1200

年ということもありますので遍路道の活用というようなことで，日々体を動かす，運動の

継続というふうに，きっかけづくりとしてウオーキングイベント等を活用してやっていた

だくということで，県としてもそういった団体，関係機関と引き続き連携しながら進めて

まいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。

達田委員

　この栄養指導ですとか運動とか，大事な取組ですので，やっぱり皆さんが継続してやっ

ていける，１回だけ行って，ああよかったじゃなくて，ずっとやっていけるような取組を

是非やっていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

　もう一点なんですけれども，糖尿病と同じように，がんの死亡も死因の第１位になって

おりますので，これはやっぱり何とかせないかんのじゃないかということで，これもこれ

までにいろんな方が聞かれております。糖尿病にしてもがんにしても，やっぱり早く発見

して，治療していくことが非常に大事だと思うんですけれども，徳島県では，がん対策推

進計画，第２期ですか，平成25年度を初年度として29年度までの５年間で，今，この推進

計画に基づいて行われていると思うんです。この中で，検診，受診が本当に大事ですよと

いうことが書かれているんですが，今，残念ながら，検診が非常に少ないんじゃないかと

思うんですけれども，その状況と，受診率を高めるためにどういうふうにこれからやろう
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としているのか，その点をお尋ねいたします。

鎌村健康増進課長

　がん検診の受診率についてのお問合せであります。

　がんにつきましては，委員から御紹介がありましたように，国におきましても，本県に

おきましても，死亡原因の１位ということでございます。本県におきましても，６月に公

表されました人口動態統計の概数によりますと，全死因の約25％という状況でございます。

　がんの対策としましては，やはり早期発見，早期治療という観点から，まずはがん検診

を受けていただくということが重要であります。がん検診受診率でありますけれども，３

年ごとの大規模調査により各県のがん検診受診率が公表されております国民生活基礎調査

によりますと，最新のものが平成22年の調査結果でございますが，この結果からは，胃が

ん，大腸がん，肺がん，乳がん，子宮がんのいずれも20％前後にとどまっておりまして，

全国に比べて非常に低い受診率となっている状況でございます。

達田委員

　一つは，受診する方をいかにして増やしていくのかというのが，本当に大きな課題にな

っていると思うんです。がんであっても，早期に発見すればいい薬もたくさん開発されて

おりますし，また外科の手術も非常に発達してきております。やっぱり検診して，病気が

見つかったら怖いというのがあると思うんです。だけども，そこを心配ないんですよとい

う意識を持っていただくことがすごく大事じゃないかと思うんです。

　このがん検診の受診の状況を見まして，本当に地域の格差もあるんだなということをす

ごく思うんですけどれも，例えば胃がんです。人口の多い徳島市で言いますと，対象者が

８万 1,988 人おいでて，受診したのが 4,847名，受診率が 5.9％ということなんです。異

常が認められなかった方が 3,808 人，精検不要の方が 674 人，所見ありということで要精

検の方が 365名です。精密検査をしてくださいよと言われたら大体 100 人が 100 人行くん

かなと思っていたんですが，行っていないんです，精密検査に。精検の受診率が，徳島県

内で87.3％と書かれておりますけれども，市町村によったら 100％行っているところもあ

るんですが，これは非常に人数が少ないところで 100％になっているんです。ほとんどが

80％台ぐらいで，本当に大事な検査そのものに行っていない。主の検診もなかなか行かれ

ないんだけれども，精密検査をしてくださいよって言ってもなかなか全員が行かないとい

うことで，その精密検査をした中で，やっぱりがんが見つかっている方というのがいるわ

けなんです。ですから，これ，本当に大事な検査だと思うんです。

　これから，どのようにして受診率を高めていくのか，その対策をお考えでしたら，是非

お尋ねしておきたいと思います。

鎌村健康増進課長

　がん検診の受診率の向上とともに，要精密検診の方の受診率が低い状況についてという

ことのお問合せでございます。
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　各がん検診におきまして，検診受診率の向上に加えまして，精密検診が必要とされた方

につきましては，是非とも全員の方に精密検診を受けていただくことが望まれるところで

ありますけれども，ただいま委員から御説明いただきましたように，本県の精密検診の受

診率は，各がんによりまして多少変動がありますけれども，70％から90％程度にとどまっ

ておりまして，非常に残念な状況であります。

　こういったことにつきまして，市町村のほうにおきましては，例えば精密検診の受診が

必要な住民の方につきましては，もちろん結果通知は出されるわけなんですけれども，そ

れのみならず，保健師さんのほうから，顔も見える関係にある方が多いと思うんですけれ

ども，繰り返し御本人宛てに直接お電話をされたり，あるいは保健師さんが御本人に会え

るまで御自宅を訪問した上で，具体的にこういった検査が必要ですよといった御説明をさ

れたり，ほか様々な工夫をされながら，積極的に受診勧奨をされているところでございま

す。

　こういった取組を多くの市町村のほうでも共有していただき，そして，こういった協力

を得られるように，市町村のみならず企業や団体とも連携しながら，がん検診の受診率の

向上，そして要精密というふうなところも含めて，早期発見の重要性とともに普及啓発に

しっかりと努めてまいりたいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。

達田委員

　精密検査が必要ですよという場合に，具体的にどのようにして御本人にお知らせしてい

るのか。各自治体でばらつきがございますか。それとも，同じようにされておりますか。

鎌村健康増進課長

　済みません，説明が不足しておりました。結果通知につきましては，県下統一の様式を

用いているところでございます。それに加えて様々な工夫をしていただいているというこ

とですので，その効果があるものにつきましては，各がん部会を毎年しておりますので，

そういったところで協議を図ることとしておりまして，より効果の高いものについては取

り入れていっていただいているところでございます。

達田委員

　再検査をする，精密検査をするのは，何か本当にどきっとしてしまうんですけれども，

検診を最初に受けた医療機関などからお電話をいただいたりしますと，ああ，やっぱり行

かないかんなという気がするんです。それで検診に行って，何でもなければよかったと。

だけども，早く発見できればなおよかったというふうに，そういう意識を持っていただい

て，この受診率が高まるように，是非みんなで市町村も県も力を合わせてやっていただき

たいと思います。

　今現在，どんどんと届いております，検診しましょうと。私のところにも，こういうも

のが来ております。基本的な検診がちゃんとできているかどうかが一番のもとになると思

うんです。たくさんの医療機関がこれもやってくれますよと，また，市のほうでも，日に
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ちをちゃんと決めて，こういう検診をしてくれますよというようなお知らせも来ますので，

是非みんなで行きましょうという，地域のそういうつながりを生かして検診に行くという

ような取組も必要ではないかと思うんです。例えば，肺がんの検診の精密検査を見てみま

すと，エックス線の検査の受診率の平均が10.6％なんです。だけども，神山町なんかでは

44.5％という数字が出ております。ですから，人口に対して非常に多くの方が行っている

ことになります。上勝，勝浦なども人口に対して割と行っていると。というのは，やっぱ

りお隣の方とかが声を掛け合って行っているんじゃないかなと思うんです。人間関係が希

薄になってくる，そういう場所ではなかなか行っていないというか，そのうち行こうと思

っていて期間が過ぎてしまうとか，そういうことがございますので，やっぱり声を掛けな

がら検診を受けに行かれるという，そういう組織づくりが本格的に必要じゃないかなと思

うんですけれども，それはいかがでしょうか。

鎌村健康増進課長

　ただいま幾つかのがん検診の受診率について御紹介いただきました。例えば肺がんとい

うことで受診率のいい町を御紹介いただきましたが，こちらにつきましては，データにつ

きまして市町村とも共有しているところでございます。お問合せありましたように，この

背景には，やはり地域のつながりといいますか，レントゲンを撮るということですので，

肺がん検診と結核検診等も含めてということで，以前からこういう検診には行こうと，お

互いに呼び掛け合って行くような習慣がずっと続いておられるということが大きな影響で

はないかと地元の保健師さん等からもお伺いしているところでございます。

　こういった中心になるような方というのが，例えば先ほどのチャレンジャーの中の中心

的なサポーターのような方もそうですし，「みんなでつくろう！健康とくしま県民会議」

におきましても，１団体１活動ということで，企業あるいは地域，いろいろな団体さんに

おかれましても，そういった中心になっていただく方をつくっていただくというような普

及活動もやっております。そういった呼び掛けを引き続きこれからも続けてまいりたいと

考えておりますので，よろしくお願いいたします。

達田委員

　それから，がんといいますといろいろありますけれども，子宮がん検診です。この中に，

女性の場合でしたら，子宮がんですとか，乳がんですとか，それも検診できますよという

ことが来ているんですけれども，その分も受診している方が非常に少ないということで，

やっぱり受診しないと分からないと。痛みがないわけなんです。本当に痛くなったときに

は手遅れというようなことがありますので，やっぱり早め早めに行くことがすごく大事だ

と思うんですが，女性に向けて，特に子宮がん，乳がんです。検診を高めていきましょう

という取組はされているでしょうか。

鎌村健康増進課長

　女性に特に多いといいますか，特有のがん検診の啓発についてのお問合せでございます。
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　例えば乳がんにおきましては，10月が乳がんの検診を受けようという普及啓発月間で，

ピンクリボンという呼称がされておりますけれども，こういったピンクリボンイベントに

おきましては，関係団体等の協力，連携のもと，１か月間，例えばこちらの県庁のすぐ横

にありますケンチョピアにおいて，ピンクの旗を掲げたりというようなこと。そしてまた，

企業との連携により，大型ショッピングセンター等におきまして，ほかの健康づくりも含

めてでございますけれども，乳がんの患者会の皆さんとともに，乳がん検診を受けようと

いったイベント等を開催しているところでございます。

　また，この乳がん検診と子宮がん検診におきましては，県内どこの医療機関でも受けら

れるような形で，その町内だけでなく希望されるところを掲載しておりまして，広く希望

されるところで受けられるような体制をとっておりますので，こちらのほうも更に広報し

てまいりたいと考えております。

達田委員

　乳がん，子宮がんに限らず，がん検診など，欧米諸国と比べますと非常に日本の受診率

が低いと言われております。欧米諸国というのは70％から80％が受診をしていると言われ

ているんですけれども，その違いはどこにあるでしょうか。

鎌村健康増進課長

　日本とほかの国との違いということですけども，ちょっとこの比較につきましては持ち

合わせておりませんが，我が県及びほかの国内での，なぜ検診を受けられないのかといっ

たような調査等につきましては，行く暇がないでありますとか，お金がかかるからであり

ますとか，行くのが怖いでありますとか，日頃，医療機関にかかっている，何かあったら

かかる医療機関がすぐそばにあるといったところが多いという結果となっているのは，本

県におきましても，ほかの調査におきましても，よく似た結果となっております。

　無料クーポン券の事業等もありますけれども，やはり大きく伸びるような状況はありま

せんので，こういった点，普及啓発，意識を持っていただくということを含めて，がん検

診受診率アップに向けて更なる取組を進めてまいりたい，特にまた，子供さんのときから，

そういう意識を持っていただき，大切な方へがん検診受診を訴えていただくということを

進めてまいりたいと考えております。

達田委員

　検診に行きましょうということ，本当に日頃から意識啓発がすごく大事だと思います。

それから今回，教育の予算でもがんの学習というものが付いておりますけれども，子供た

ちが学習して，お父さん，お母さんに検診に行ったかと聞いてもらえるとかいうことも，

細かいことのようですけども大事なことじゃないかなと思うんです。

　私は欧米に行ったことがないので，直接見聞きしたわけじゃなくて，本で読んだ知識し

かないんですけども，70％，80％という高い受診率は，本当に小さな子供の頃から，10代

の子供の頃から，産婦人科なんかに行くのは当たり前という風潮があると。ところが，日
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本では若い女性が産婦人科に行くと，何か人に言えないことで行くんじゃないかとか，そ

ういうふうに見られる傾向があって，なかなかお医者さんにかかれないというのを打破し

ていかないと，いつでも自分のかかりつけのお医者さんとして近所の産婦人科に行って診

てもらえることが必要じゃないかということなんです。

　それと，アメリカには保険がないということで，お金がないと見てもらえないとか，い

ろいろ悪い面が言われておりますけども，アメリカは受診率が高いです。子宮がん検診な

んかしますと無料でできると。それと，検診をした人は保険料が安くなるというような特

典があるそうなんです。ですから，心がけだけを求めるんじゃなくて，何らかの制度的な

面で，検診をすれば得があるというような制度ができていくことも大事なことじゃないか

と思うんです。ですから，意識啓発をしながら，そういう制度の整備をしていくという，

そういう両面から県としても考えていただけたら，そして，国に対しても，ちゃんとこの

点にお金を出してくださいということも言っていただけたらと思いますので，是非よろし

くお願いいたします。

　最後になってしまいましたが，乳児の死亡率もワースト１ということで，非常にこれも

残念なことなんですけれども，乳児死亡率について，今の現状と，これをなくしていくと

いいますか低くしていく，できるだけ助かる命は助けるという観点でやっていただきたい

と思うんですけれども，この点はいかがでしょうか。

鎌村健康増進課長

　乳児死亡率につきましてのお問合せでございます。

　この６月に厚労省から公表されました統計と併せて，この乳児死亡について出されたと

ころであります。乳児死亡につきましては，平成24年の25人から１人減少して24人という

状況でありましたが，この死亡率は，出生 1,000 人に対して 4.2 人ということで，残念な

がら全国で最も高い数値となったところであります。

　これにつきましては，ここ３年ほどこの傾向が続いているということで，昨年度には徳

島県周産期医療協議会で産科や小児科の専門医によります専門部会を設置しまして，乳児

死亡例につきまして原因分析し，対策を検討してきたところでございます。昨年度の分析

結果としましては，例えば双子等ですけども複産の割合が高いことや，超低出生体重児，

体重が小さく生まれる方が多いということや，超早産ということのほか，助けることが本

当に困難な染色体異常の方や先天奇形が多くなっていることが目立った特徴であります。

対策としましては，超早産を減らすことが大切で，特に双子以上の多胎妊娠の妊婦さんに

つきましては，緊急搬送にならないようにということで，早い段階でかかりつけ医と周産

期の母子医療センターの間で情報共有や連携をしていただくということ。それと，先天性

心疾患のうち救命可能なものがあるかどうかといった，胎児へのエコー検査の実施の検討

や推進。そういったものを進めていくとともに，今後また更に新たな検討，分析をするこ

ととしております。

　今後，専門部会のもと，関係機関の御協力をいただきながら進めてまいりますけれども，

併せて医療面では，センターを核としまして地域連携の更なる推進という面と，保健予防

－ 29 －



平成26年７月２日（水）　文教厚生委員会（付託）保健福祉部・病院局

の面からも，市町村では妊娠届出の時点から保健師さんとの関わりもありますので，そう

いった指導ということも含めて，しっかりと市町村等とも連携しながら進めてまいりたい

と考えているところでございます。

達田委員

　せっかく身ごもって，生まれてくるはずである命を助けられるものなら助けていただき

たいと誰もが思っていると思うんです。

　それで，産婦人科のお医者さんとか小児科のお医者さんが阿南市でも本当に少なくなっ

てしまって，産むところがなくなってしまったというような状況ができてきてしまったん

です。ですから，子供を診てくれる，また妊婦を診てくれるお医者さんが本当に身近にい

る状況をつくるのはすごく大事なことだと思いますけど，今のままでは安心して子供を産

み育てられる環境になかなかないような気がするんです。どんどんと産科が少なくなって

いる状況なんです。ですから，その点で頑張っていただいて，医師の養成，そして安心し

て産める場所，そして健診もちゃんと受けられる，そういう体制を是非つくっていただき

たいと要望して終わります。

元木委員長

　それでは，午食のため休憩します。（12時27分）

元木委員長

　休憩前に引き続き，再開します。（13時34分）

　質疑をどうぞ。

岩丸委員

　先ほどの達田委員の質問に関連して，少し質問をさせていただきます。

　私も赤ちゃんの死亡率が高いなというようなところで，具体的な数字というのは分から

なかったわけでありますが，先日，少し資料をいただきまして，見て驚いたわけなんです。

何せ徳島って，さっきの糖尿病云々でないですけれども，全国ワースト10にみんな入って

おるような感じで，ワースト１も大変多くある。出生率，死亡率，乳児死亡率，新生児死

亡率や見よったら，乳児死亡率と新生児死亡率は全国ワースト１位，死亡率は全国ワース

ト５位，生まれてくるのは全国ワースト８位やいうて，子供が生まれてくるんが全国で８

番目に悪いのに関わらず，亡くなる子供が１番やということで，非常に憂慮しているとこ

ろであります。

　その中で，この乳児死亡率については，全国平均が 2.1 に対して徳島が 4.2 ということ

で，倍もあると。それから，新生児死亡率についても，全国平均が１に対して徳島は 2.5

と， 2.5倍ということでございました。本当に大変憂慮しているわけでありまして，先ほ

ど達田委員からの質問の中で，いろんな状況なり原因なりを分析して，今後対応というこ

となんですが，再度，そういったことで心意気というか，取組姿勢というか，それをお聞
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かせいただきたいと思います。

鎌村健康増進課長

　委員より，乳児死亡率そして新生児死亡率が非常に悪いと，そして，死亡率，出生率，

出生数というところでも御質問いただきました。

　先ほど乳児死亡率につきましては答弁させていただきましたが，今，委員よりありまし

たように，先ほどの乳児死亡の内数になりますけれども，新生児につきましては，前年度

の11人から３人増加して14人，新生児死亡率は 2.5 ということで，新生児につきましても

高いという本当に残念な状況であります。こうした傾向に危機感を持ちまして，徳島県周

産期医療協議会の中に，専門部会で検討いただく専門の先生方を含めて入っていただき，

前年度検討していただいた結果は先ほど申し上げましたとおりでありますが，さらに今回

の結果を受けまして，詳細なところ，新生児以降に亡くなられる方もいらっしゃるところ

もありますので特に乳児という部分，周産期の部分を少し長めにとったような形で検討い

ただくということで，現在，専門部会で検討いただく準備を進めているところでございま

す。

　前回検討いただいた結果では，なかなか非常に難しいような方が多いということはある

わけなんですけれども，徳島大学におきましては，少し先ほど紹介いたしましたけれども，

妊婦さんを通して胎児の先天性の心疾患等を検査するといった胎児エコーという先進的な

技術をお持ちの先生もいらっしゃるところであります。そういった数少ない先生方のもと

に，人材育成もこれから進めていただきながら，そして，県内の医療機関との緊密な連携

で早く見つけていただき，早期に治療ができるような方については，お一人でもそこにつ

ながるようにしていただく。それと，そういった方につきまして，緊急搬送になりますと

やはり非常に危険が伴いますので，事前にそういう方を早く見つけられるようにしていた

だいて，センターとの連携を密にしていただく。

　こういう面につきましては，産科の先生方の間で早くから取り組んでいただいていると

ころですけれども，さらに，こういうふうな取組を県としても一緒になって，周産期医療

体制の更なる充実に向けて取り組んでまいりたいと考えておりますので，どうぞよろしく

お願いいたします。

岩丸委員

　徳島大学病院の産婦人科の先生の協力といったことも言っていただきましたが，県も含

めて，今後ともしっかりと取り組んでいただきたいなというふうに思うわけであります。

　それから，あと最後に１点だけ。

　これを見ておりますと，沖縄県がすごいいいなというデータが出ています。生まれてき

よる子がずば抜けて多い。そのかわり亡くなっている子がすごい少ない。徳島の半分以下

だと。これって沖縄県って徳島県とどう違うんかなと。例えばどんな評価をされておりま

すか。食べ物が違うんだろうか。自然というか，温度にしても，いろんなものにしても，

徳島のほうが住みよいし，過ごしやすいように私は思うんですが，最後にこの点ちょっと
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どういうふうに思われておるかだけお聞かせいただけたらと思います。

鎌村健康増進課長

　この人口動態統計における出生率，そして死亡率，そのほかのデータにおきまして，各

県における地域差があるというようなところで，本県のデータ的に悪い部分と，そして，

例えば沖縄県での出生率の高い点ということでございます。

　出生数につきましては，早くから沖縄県については，ただいまデータを持っておりませ

んので正確ではないかもわかりませんけども，気候面とか，地域性といいますか，そうい

ったところ，これまでの沖縄の取組というふうなところで，出生数が多いということがあ

ろうかと思います。

　死亡に関してでありますけども，だんだんと食生活の部分で，例えば長野県等におきま

しては，20年，30年来の減塩とかそういうふうな長寿に向けての取組が効果を見せてきて

いると。逆に沖縄県におきましては，食生活の欧米化といいますか，食事の関係上かもわ

かりませんけれども，死亡に関して，平均寿命，健康寿命については少し悪くなってきて

いるということは聞いているところでございます。

　こういった死亡率等は高齢化による影響が大きいわけなんですけれども，本県におきま

しても，平均寿命の延伸とともに健康寿命の延伸を掲げておりますので，この出生数につ

きましては，結婚，妊娠といういろいろな取組も行っておるところでありますが，併せて

健康寿命の延伸の観点から，しっかりと取り組んでいきたいと思っております。よろしく

お願いいたします。

岩丸委員

　今後とも是非しっかりと取り組んでいただきたいなと思いますとともに，いろんな統計

とかデータにおいてワースト10を脱却するように，是非今後ともよろしくお願い申し上げ

て，終わります。

長尾委員

　午前中に議論された地方独立行政法人徳島県鳴門病院のことについて，私も少し確認を

させていただきたいと思います。

　午前中の質問で，県立３病院と徳島県鳴門病院の職員の身分の違いとか，法律的に人事

権といった問題では鳴門病院にはあるというような違いは理解できたところでございます

が，そこでお聞きをするんですが，県立３病院の連携ということで，当然県立病院の定期

的な連携協議をやっていると思うんですが，そこにこの徳島県鳴門病院は入っているんで

しょうか，どうでしょうか。

田中医療政策課長

　今，長尾委員から，県立３病院の経営戦略会議というものを月に１回ほど実施しており

ますけども，その中に鳴門病院が入っているかという御質問でございます。
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　鳴門病院につきましては，昨年４月から毎月開催されております病院局経営戦略会議に

参加させていただいておるところでございまして，病院の理事長と，そして病院長，さら

には看護局長，事務局長が出席して，各種連携体制の強化を図っているという現状でござ

います。

長尾委員

　それは当然だと私は思います。それで，法律によって違うと，運営も独立的なものもあ

るということで確認をしているんですが，県立３病院は従来，医療機材やそういうものの

共同発注や受注でコストを下げるとか，そういう取組を工夫されているんだけれども，こ

の分に鳴門病院も同じように入っているということですか。

田中医療政策課長

　今，病院局の３病院の中で，医薬品でありますとか診療材料の共同購入という話がござ

いましたけれども，先ほど来申し上げていますように，地方独立行政法人として独立した

規則，規定，法律に基づいて，そして，独自の契約を締結するという取扱いがございます

ので，共同発注は物理的にできないということでございます。

　けれども，３病院プラス１の４病院連携という意味から，共同交渉を具体的には進めて

おるところでございまして，３病院プラス１ということで，医薬品等の購入にもロット感

が生じると。そのメリットを生かして，金額面で交渉を有利に進めていくことを現状では

行っております。

長尾委員

　それはそれで結構でございます。要は徳島県という名前を冠した病院なわけですから，

当然県の指導性というか，そういうこと。独立のものがあるんでしょうが，やはり県とし

ての方針，意向がきちっとそこに反映されて健全な経営ができるように，引き続き取組を

お願いしておきたいと思います。

　それでは３点ほど質問いたしますが，まず一つは，２月定例会の折に本会議で，昨年，

鳥取県で初めて制定した手話言語条例，全国初ということでございますが，本県も，その

鳥取県の手話言語条例も含めた全ての障がい者の方々の情報アクセス・コミュニケーショ

ン保障を入れた条例を制定すべきであると，それについては，委員会も立ち上げて，是非

早い時期に条例を制定すべきだと，こういう提案をさせていただきました。それを受けて，

県としても早速委員会を立ち上げて，第１回の検討委員会を開催された。その検討委員会

の名称が「徳島県障がい者の権利擁護のための検討委員会」ということで，関係者を集め

てやったと，こういうことでございまして，それは評価をしたいと思うところでございま

す。

　そこでお聞きをいたしますが，今回のこの条例は，あくまでも全ての障がい者の方々の

情報アクセス・コミュニケーションの保障，これが最大の肝であって，そこにおいて全国

初ということで私自身は理解しているのですが，それを確認したいと思いますが，県の考
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え方をお聞きしたいと思います。

勢井障がい福祉課長

　ただいま長尾委員から，今回の条例に関すること，そしてまた検討委員会についての御

質問をいただいております。

　まず，５月26日に開催されました第１回障がい者の権利擁護のための検討委員会の内容

につきまして，簡単に御報告させていただきます。まず，この委員構成といたしましては，

各種障がい種別の団体の当事者を含む代表者，またその障がい者の方々を日々支援してい

る機関や団体，そしてまた障がい福祉全般に造詣の深い有識者の方に御参画をいただいて

おります。第１回目の検討委員会におきましては，事務局サイドから昨今の国の法整備の

動向や他の都道府県の状況等の説明を行いまして，出席者全員から御意見をお伺いしたと

ころでございます。

　その意見の内容といたしましては，全ての障がい者を対象に一層の権利擁護を図ってほ

しい，また，障がい者差別に関する相談等の体制整備を規定してほしい，障がい者の自立，

社会参加について盛り込んでほしい，そして今，長尾委員のお話にもありました，情報ア

クセス・コミュニケーション保障を優先してほしいと，このように今後検討を進める上で

柱となるような意見をいただいたところでございます。そのほかにも，災害時における障

がい者の意思疎通支援の在り方について検討する必要があるとか，障がい者の方々を支援

する人の人材育成が重要である，また，障がいのある人とない人との交流，そして協同で

学習していくことが積極的に進むようになってほしいといった，それぞれの立場，視点か

ら非常に貴重な御意見をいただいたところでございます。

　そこで，今，長尾委員のおっしゃられたように当然，今，私どもが考えている内容にお

きましては，情報アクセス・コミュニケーション保障は非常に大事な柱の一つと考えてお

ります。ただ，それも当然含めながら，今，各委員さんの御意見にもありましたように，

全ての障がい者の方を対象に一層の権利擁護を図っていく，これは非常に大事な視点であ

ると思いますし，自立，社会参加を進めていくことも非常に大事であると思っています。

そのような観点の中で，委員がおっしゃいますように，当然情報アクセス・コミュニケー

ション保障は規定してまいりたいと考えております。それも含めながら，広い意味で，や

はり権利擁護を一層図っていくような中身にしてまいりたいと考えております。

長尾委員

　全ての障がいでございますから何分幅広い，しかも全国初ということでありますので，

今，課長から答弁のあったとおりだと私も理解しているところです。

　そこで，今後回を重ねて委員会を開いて，よりいいものをつくっていただくわけであり

ますが，そこの中で，例えば聴覚障がいの関係で，一言に聴覚障がいといっても幅広く，

難聴だとか，高齢によるものだとか，中途失聴とか，様々な障がいがあります。また盲に

つきましても，やはり幅広い。当然身体，精神，様々あるわけですが，それで今後，それ

ぞれの障がいに応じて，その障がいの関係者からそれぞれ別にしっかりと意見，要望をお
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聞きすべきではないかと私は思います。どうしても全体が集まっての検討会は，数が多い

し，なかなか十分なことも聞けない，言えないということがあると思いますので，聴覚は

聴覚，視覚は視覚，それぞれにしっかりと生の声を聞くべきだと思いますが，今後そうい

う場を設けて聞くという方向はおありでしょうか。

勢井障がい福祉課長

　ただいま長尾委員の御提案にありましたように，それぞれやっぱり障がい特性に応じま

して，例えば身体におきましても，聴覚，視覚等いろいろ分かれており，あと知的，精神，

それぞれの障がい種別がございます。今，申しましたように，各委員さんとしてそういう

形の代表者の方も入っていただいておりまして，検討委員会で御意見を伺うことはその場

で可能ですが，実際に今，お話のありましたように，例えば聴覚障がい者の方々でも，中

途失聴とか盲ろう者の方と，いろいろ種別が異なります。そのような中で，例えば意見交

換会という場でございましたら，その場に私どもが必要とありましたら参画させていただ

き，御意見を伺うということは行ってまいりたいと考えております。

長尾委員

　だから，今の答弁でいいんですが，要は県のほうから働き掛けて，聴覚なら聴覚障がい

者の皆さんに集まってもらって，そこに県のほうから声を掛けてお聞きをすると，また視

覚なら視覚の人に集まってもらって，県がそこで聞くと，こういうことでいいんですね。

勢井障がい福祉課長

　各団体とまた連携を密にしまして，その意向等は当然伺ってまいりたいと考えておりま

す。

長尾委員

　是非そうしていただきたいと思います。

　それで，これはなかなか大変な作業になると思うんですが，そういう大変な作業がある

中で，しかし，やはり大変関心があるのは，いつまでにということなんです。県としては，

この条例の制定をいつまでに取りまとめたいというお考えがあるのか，お聞きしたいと思

います。

勢井障がい福祉課長

　いつをめどにするかという御質問でございますが，先ほども説明させていただきました

ように，今回の検討委員会におきましては，当事者の方々をはじめ幅広く意見をお伺いし

ながら，条例の中身について十分に議論をしてまいりたいと考えております。先ほど申し

ましたように，第１回目の検討委員会におきましても，それぞれの立場，視点から貴重な

御意見をいただいたところでございます。今後におきましては，その委員会の意見の集約

や必要な調査などを丁寧に行いますとともに，本県の状況を踏まえた，やはり徳島らしさ
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についても考慮しながら，全国に先駆けた内容としたいと考えております。そのため当然

一定の時間を要するものと考えており，その進捗状況を踏まえながら進めてまいりたいと

考えております。

　他県の状況を見てみましても，権利擁護，差別解消等を骨格に据えた条例は見受けられ

ますが，これに加えまして，情報アクセス・コミュニケーションの確保や社会参加，自立

促進等，一歩踏み込んだ内容を規定しているものはないことから，その点も踏まえ，本県

の独自性について十分検討してまいりたいと考えております。

長尾委員

　正に今の課長の答弁とおりだと思います。いわゆる理念的な問題であれば，ほかにもや

っているところはあるわけだけど，実際，障がいの各種別に応じて，その情報コミュニケ

ーションをしようといったことを入れようとなると時間もかかるというのは分かるわけで

す。かといって３年も４年もかかるとは思えないわけであって，１年後とか，どんなにか

かっても２年後とか，少なくともそういう方向というか大枠で結構だけども，今の説明を

した上で，例えばどのぐらいはかかるということからすると，どれぐらいはかかると見て

いるんですか。

勢井障がい福祉課長

　今現在，まず第１回目の検討委員会を行いまして，先ほど説明したとおり，意見の集約

という作業を進めてまいります。済みませんが，今この場で具体的にいつだということは

ちょっと申し上げられない状況にございますが，ただ間違いなく着実に，確実に，これは

しっかり進めてまいりますので，その点御理解いただければと思います。

長尾委員

　是非前へ取り組んでいただきたいと思いますが，徳島で行われる２年後の全国ろうあ者

大会までには，全国初の条例として発表できるように取り組んでいただきたいと重ねて強

く要望しておきたいと思います。この問題については，できる限り私も応援したいと思っ

ておりますので，ひとつよろしくお願いしたいと思います。

　それから次に，これも以前の本会議で質問した問題でありますが，生活保護世帯の児童

に対する学習支援で，貧困の連鎖を防ぐということで，私も埼玉県を視察して，その結果，

埼玉県の例を紹介して，是非徳島県でもそういう貧困の連鎖を防ぐために，生活保護世帯

の学習支援を県としても考えるべきだと，このように申し上げました。県としてはその後，

検討するということで，たしか熊本だったでしょうか，どこかへ行ったり，呼んだり，そ

うしたとは聞いているわけですが，その後，県としてどのようなことを具体的にしようと

しているのか，お聞きしたいと思います。

大塚地域福祉課長

　委員お話しのとおりでございますが，埼玉県では，生活保護世帯，受給者の支援の一環
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といたしまして，生活保護受給世帯の子供，中でも中学生を対象に，高校進学に向けた支

援，また教員ＯＢと大学生のボランティアの協力を得まして，地域で学習教室を開催して

いるということで，全国的にも先進事例としてよく知られております。

　委員のほうからは，以前，議会におきまして，生活保護家庭の子供への学習支援の必要

性を御提案いただいております。生活保護家庭で育った子供が，大人になって再び生活保

護を受給すると，これがいわゆる貧困の連鎖と言われております。その防止を図るのは非

常に大きな課題であると県のほうでも認識しております。貧困の連鎖防止のためには，生

活保護家庭の子供たちが将来自立できるように，特に中学生の高校進学について支援する

ことが有効であると考えております。

　少しこれまでの説明をしたいんですが，平成24年３月から生活保護家庭に対する高校進

学等支援プログラムを策定いたしまして，中学３年生の子供，またその保護者に対するい

ろいろな各種の相談，きめ細やかな支援を行っております。また，これは昨年度からなん

ですけども，東部保健福祉局に健全育成相談員を配置いたしまして，生活保護家庭の子供

の家庭訪問，あるいは学校への確認，また親御さん，子供に関する悩みの相談，また家庭

状況，学習状況，そういった各種相談にきめ細かな対応を行っているところでございます。

さらに，今年度におきましては，長尾委員から御提案のありました生活保護家庭の子供で

中学生を対象にいたしました学習支援，これは本県としては新たな試み，事業といたしま

して，はばたき学習支援モデル事業を実施するということで，当初予算にも計上いたしま

して，現在，その準備に取り組んでいるという状況でございます。

長尾委員

　私が提案した後の御報告を今いただいたんですが，そういう中で，ちょっと分からない

ので，健全育成相談員を設置したということですが，これは何名設置したのか。それで足

りるのか。それからもう一つ今，はばたき学習モデル事業の具体的な中身はどういうもの

なのか。

大塚地域福祉課長

　健全育成相談員は，東部保健福祉局に１名，平成25年度に置いておりまして，全県では，

ここ１名だけということでございます。

　それから，今年度の事業であります，はばたき学習支援モデル事業につきましては，県

の管内で，生活保護家庭の子供で学習支援が必要である，あるいは学習支援を受けたい，

そういった子供を対象にモデル地区を選定いたしまして，埼玉県と同じようなスキームで

やっておるんですけども，そちらのほうに子供さんを教えられるような講師さんを確保し

て，市町村とか学校とか，いろいろ協力いただいて，場所も確保して，そこで学習教室を

開催しようという中身でございます。

長尾委員

　まだよく分からないけど，そのモデル地区を県内で１か所つくって，埼玉と同じように
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元教員とか学生さんとかに協力してもらうと。

　モデル地区はどこということは言えるんですか。それで，これはいつから何名ぐらいを

対象に考えてやっているの。

大塚地域福祉課長

　モデル地区というのは，一定規模の参加が見込まれるであろうと思われる東部保健福祉

局管内を念頭に置いて準備に当たっております。

　いつということでありますけども，昨年度，予算をつくるときから今年度にかけて，福

祉事務所におきまして，ケースワーカー，先ほどの健全育成相談員といった方と家庭訪問

をいたしまして，意向調査なんかもしてきて準備を進めたところでございますが，その過

程で幾つか課題も出てきておりまして，その課題をクリアして，できるだけ早期に開催で

きるように準備を進めているという状況でございます。

長尾委員

　何か小出しに言われているような感じで，まとめて全部言ってくれりゃいいのになと思

うんだけど。要はだから個別調査をするということなんだけど，いつから何名ぐらいを対

象に，例えばどういったところでやるというふうに考えているわけ。

大塚地域福祉課長

　いつからというのは当然今年度中ということでございますが，できるだけ早く，入学試

験が一番の大事な部分でありますので，それにできるだけ間に合うように，早くやりたい

ということ。あと，東部管内ということで，板野郡のような，ある程度世帯も多く，保護

率の高いところで，人数は予算的には10名以内ということで組んではおるんですけども，

現実にそんなに集まるかというところで，今，正に参加を依頼して，掘り起こしをしてい

るという状況でございます。

長尾委員

　埼玉の場合は，例えば場所もたしか老健施設なんかを借りてやっていたと思うけど，場

所なんかはどういったところを考えているわけ。

大塚地域福祉課長

　東部管内で昨年度もいろいろ検討しておりまして，町の公民館でありますとか，そうい

ったお金を大きくかけなくても確保できるような器といいますか，そちらのほうは確保で

きると考えております。

長尾委員

　課長の話にもあったように，早くやったほうがいいわけで，そうしないと効果が出ない。

だから，貧困の連鎖を防ぐ，その手立てをとにかく，モデル地域を選んでやるということ
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ではありますが，一日も早くやって，埼玉とか，先日神奈川も行ってまいりましたけども，

神奈川とか，そういう効果を出しているというところから考えれば，早くこれはやったほ

うがいいと，このように思います。取組を今後とも見守っておりますので，よろしくお願

いしたいと思います。

　それから最後に，先ほど来御質問もあって，本会議でも認知症に対する質問もあったわ

けでございます。私の御近所でも，御年輩の御婦人が認知症になって，行方不明になって，

しばらくしてから側溝の中で亡くなって発見されたという事例がございまして，本当に大

きな社会問題だなという実感をいたしております。

　そこで，そもそも県内には現在何人認知症の高齢者がいると掌握しているのか。さらに

は，今，申し上げた認知症高齢者の中で，行方不明の届出が出ている人が何人ぐらいいる

のか，教えていただきたい。

藤本長寿保険課長

　今，長尾委員のほうから，認知症高齢者及びその行方不明者の数につきましてのお尋ね

でございます。

　まず，認知症高齢者についてでございますけれども，これは厚労省の研究班の調査によ

りますと，認知症の有病率が大体65歳以上高齢者の15％と推計されておりますので，その

数値を本県に当てはめますと，約３万 2,000 人ほどの方が認知症高齢者ではないかと推計

しております。

　続きまして，認知症若しくはその疑いによります行方不明者ということですけれども，

最近，警察庁のほうから発表がございましたが，認知症によります行方不明届の受理件数

ということで申し上げますと，平成25年で，暦年の数字でございますが，本県におきまし

ては91件ということで，中には死亡の方もいらっしゃいますが，一応全員発見されて，行

方不明のままという方はいらっしゃらない状態でございます。

長尾委員

　今の課長の答弁だと，65歳以上で15％，それは３万 2,000 人ということだけど，３万

2,000 人というのは大変な数だと思うわけでございます。

　そういう中で，県としては，認知症の人に声掛けや手助けをするというサポーターの養

成に取り組んでいるということでございます。この県内のサポーターは，2013年末時点で

１万 7,474 人と全国で最も少ないという記事があるんですが，そういう中で，県も講座の

開催を呼び掛けておるということで，先日，私の妻もこの講座を受けまして，オレンジリ

ングというのをいただいたところでございます。私も，この講座を受けるように，いろん

な団体になるべく声を掛けているところでございますが，県の講座開催呼び掛けというこ

とで，さっきから最下位の話が続いておりますが，全国最下位と指摘されている中で，徳

島県としては３万 2,000 人と報告のあったこの認知症の方々に対して，今後，更に具体的

にどういうことをしようと思っているのか，改めてお聞きしたいと思います。
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藤本長寿保険課長

　認知症サポーターについてのお尋ねでございます。

　まずは，認知症サポーター養成講座を受講いただきまして，誠にありがとうございます。

是非これからも広げていっていただきたいと思っております。

　委員から御指摘のとおり，現在，本県におきましては，認知症サポーターの数は，先ほ

どの数字はちょっと前の数字ですので，平成25年度末で１万 7,909 人になっております。

しかしながら，全国最少というところには変わりはございませんので，これを早期に脱却

できるよう，今，鋭意努めておるところでございます。これにつきましても，２月県議会

において知事のほうから御答弁させていただきましたけれども，やはりこういう状況を受

けて，目標を高くということで，３年で３倍増の５万人超を目指していくという目標を掲

げまして，我々といたしましても，長寿保険課だけでなく保健福祉部一丸となって頑張っ

ているところであります。

　具体的には，まずは隗より始めよで，保健福祉部内の職員，若しくは県庁職員にも，ま

ずは受講していただくというお願いをしております。それから，教育委員会，警察職員，

市町村職員，こちらのほうにもお願いをして，受講していただくようにしております。さ

らには，認知症の方と接する機会が非常に多いであろうと思われます社会福祉団体の方々，

それから量販店の方々，そういう方々にもこれから講座の受講を進めてまいりたいと考え

ております。さらには，その講座を受けるには，やはり講師の方が必要になってきますの

で，その講師の方，いわゆるキャラバン・メイトと呼んでおりますけれども，このキャラ

バン・メイトの講師の方も増やしていかないと，なかなか講座も開けないということにな

りますので，キャラバン・メイトの方も併せて増やしていけるように努めてまいりたいと

考えております。

　そうすることによりまして，地域での認知症の方，若しくはその御家族の方を見守る支

援の場が広がっていこうかと思いますので，そういうことによりまして，認知症の方，若

しくはその御家族の不安を解消して，住みやすい環境づくりに努めてまいりたいと考えて

おります。

長尾委員

　３年間で５万人を目標とするということで，結構なことだと思います。そういう中で，

キャラバン・メイトという話がありましたが，このキャラバン・メイトは現在何人で，今

後何名に増やしていくおつもりなのかをお聞きしたいと思います。

　それから併せて，認知症の不明者の身元特定は大変難しいということでありますが，こ

の連携ということで，厚労省，警察庁などとの連携が大事だという視点もあるんですが，

そこで本県の場合，藤本課長さんとかの県と，それから県警本部，各警察署，それと市町

村の認知症不明者に対する連携の程度というのは，今どうなんでしょう。これがなかなか

全国的に難しいと。いろんな写真だとか，そういうことの提供とか，大阪府なんかは全部

配るとかいうようなことをやっているようだけど，この点，本県の現状はどうなのか，教

えてもらいたいと思います。
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藤本長寿保険課長

　まずはキャラバン・メイトのお尋ねでございますけれども，平成25年度末で，本県にお

きましては 560名のキャラバン・メイトがいらっしゃいます。こちらにつきましては具体

的に目標を定めているわけではございませんが，サポーターも３年３倍増という目標を掲

げておりますので，それに近い数字になるように頑張っていきたいと思っております。

　もう一点ですが，警察，市町村等との行方不明者の捜索等の連携体制についてでござい

ます。

　今まで各市町村と県警の間にはある程度連絡体制がございまして，御家族の了解が得ら

れた上でですけれども，認知症行方不明者の情報を各警察署から市町村のほうに流して，

同じように捜索していくというような形がございました。けれども，市町村をまたいでい

ろいろ徘回する方もいらっしゃいますので，やはり広域的な連携体制が非常に課題になっ

ているということでございましたので，県におきましても，去る６月10日に県警の職員，

それから市町村の担当職員に集まっていただき，認知症の連絡会議というのを開催いたし

まして，広域的な連携体制の構築の必要性について確認をいたしまして，更なる連携強化

を図ることとしたところであります。

　そこで，県のほうが中心となりまして，今まで各市町村単位でありました連携体制をそ

れぞれ県内全域に広げていけるように，我々が中心となってそれぞれのネットワークをつ

なげていく体制を今つくろうと検討しております。具体的にその連絡体制をどうするか，

どういうような情報を連絡するか，そういった具体的な詰めを今，行っているところでご

ざいますので，早期にそういうふうな広域的な連携体制が構築できるよう取り組んでまい

りたいと思っております。

長尾委員

　今の課長の御答弁はよしとしたいと思います。家族の方からすれば大変心配なことでも

ありますし，そういう意味では，県，市町村，そして警察が，密接な連携というか特定で

きるように，そしてまた，先ほど来言っている認知症サポーターといった方々も県下で５

万人もの人にできれば，かなりのネットワークもできるし，そういう意味では本当に不幸

なことにならないように，早期発見，早期対応ができますように，是非より効果が出るよ

うな取組，御努力を期待しておきたいと思います。

西沢副委員長

　もう十六，七年前になりますかね。私ちょっとあることに気が付きまして，もともとは

なぜなぜ坊やですので要らんことに気が付いたりするんですけども，飲んだ薬はどうなる

んだろうかということを考えたわけです。飲んだ薬は，そのまま体の中で消化するのかな，

それとも形を変えて出てくるのかな，それともそのまま出ていくものもあるのかなという

ことを，昔，十五，六年前に考えました。当時の徳大の教授にそのことを聞きに行きまし

た。そうすると，お医者というのは体の中までで，体から外へ出ていく分は範囲外だとい
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うことで，そういうことは分からないとあっさり言われました。どこがこれを調べるんか

なという疑問がありましたけども，その半年後ぐらいですか，飲んだピルが体の中から出

ていって，環境に悪さをするというような話がございまして，やはり飲んだ薬というのは，

全てが体の中で終わっちゃうんじゃないんだなと，出ていって悪さをするものもあるんだ

なと改めて感じたことがあります。だから，薬というのは，今でもそうだと思うんですけ

ども，余った薬，もらった薬なんかでも，なおざりにされとん違うかなと思うんです。

　まずその前に，ちょっとこれ持ってきてもらったんですけども，薬には有効期限がある

のかなと。考えたことがありますか。それを改めて見ました。二つ薬を持ってきてくれま

したけども，一つは2014年７月，もう一つは2017年12月ということで，使用期限が書いて

あります。やはり使用期限が書いてあるということは，効力がある程度でなくなるのか。

なくならないものもあると思いますけども，いろいろな薬があるので分からないんですけ

ども，この扱いはどうしているんかなと。当然ここの保健福祉部・病院局の中では，私が

思っていること以外の範囲で，外れるものもあるんかもわかりませんけど，ちょっとどこ

で話を聞いたらいいか分からんので回答が欲しいんですけども，例えば関係があるとした

ら，３病院は，有効期限という中での薬の扱いというのはどうしていますか。

島尾病院局経営企画課長

　３病院におけます薬剤の取扱いということでございますが，薬剤は日々患者様に提供し

てローリングしていくものでございますので，私ども病院局といたしましては，くれぐれ

も期限を徒過した薬剤について，患者様に提供することのないように，そのあたりの管理

の面においては十分に留意して管理をしているところでございます。

西沢副委員長

　ということは，薬に関しては廃棄しているものはないと。全部使い切っているというこ

とですね。

島尾病院局経営企画課長

　当然のことながら，薬剤におきましては，使用期限と，それから使用頻度というものが

ありますので，薬剤によっては使用期限を過ぎてしまうものがあるかと思いますけれども，

その分については当然廃棄というようなことになろうかと思います。

西沢副委員長

　ということは，どういう廃棄の仕方ですか。一般廃棄物ですか。

竹岡病院局総務課長

　県立病院における廃棄物処理につきましては，当然環境省からの通知に基づきまして，

それぞれ各病院におきまして廃棄物処理規定により行っております。具体的には，可燃性

の廃棄物とか不燃性の注射針とかありますけれども，そういったものにつきましては，医
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療廃棄物業者に委託して，処理をしておるところでございます。

西沢副委員長

　処理業者というのは，薬を卸している業者とイコールですか。

竹岡病院局総務課長

　これは専門の医療廃棄物の処理業者でございます。

西沢副委員長

　余り薬だけのって聞いてことがないんですけども，そういう薬専門の廃棄業者がおるん

ですか。

竹岡病院局総務課長

　今，申しましたのは薬専門ではなくて，可燃性のもの，不燃性のものも合わせまして，

医療用の廃棄物として，業者に処理をしていただいているということでございます。

西沢副委員長

　大体高熱で焼いたら大丈夫ということなのかな。ちょっとよく分かりませんが，そうい

うことも十分あり得ますけども，私が言っているのは，やはり薬をまずは有効期限が来る

までに使い切ってしまわないかんわね。そうじゃないともったいないということもあるし。

だから，各病院が融通し合えることもあるし。

　たしか昨日だったかな，テレビで私が考えたようなことを言っていたんです。有効期限

が切れかかったものをどうするんかと。そういうことで，何か切れかかった薬を全部集め

てきて，それを一気に消化するような，そういう会社をつくっているところがあるみたい

です。ちょっと見ただけなので，よく分からなかったんですけども，そうらしかったです。

安く仕入れてできるわけです。だから，どれだけ余ってくるのか分かりませんけど，もし

そういう会社があれば，そういうことで出すと有効にリサイクルというか，もう一遍使っ

ていただけるんかなというふうなことを思います。そこの会社が本当に真面目にやってく

れればの話ですけども。そういうことも考えてほしいなと思います。

　血液なんかもそうです。前から血液のことを私は言っているんだけど，血液は廃棄処分

することが多いんです。年間どれぐらい廃棄していますか。まあいいや。薬までは言って

あったけど，ちょっと血液までは言っていなかったので。でも海部病院なんか，昔から言

っていますけども，一つの種類で牛乳瓶数本分しかないんです。だから，大きな手術をす

るときには当然ながら前もって言うておかな間に合わない。急患だったら間に合わないと

いうようなこともあるぐらいの量しか置いていない。私は前から問題にしているので，や

はりある程度量を置いて，足らないのは当然足らないということで仕方ないけど，でも，

余りにも少ない量であれば，急患に対して間に合わないです。だから，そこそこ置いてお

いて，そして，その血液の有効期限が切れるまでに，こちらの中央病院なり大きな病院に
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持ってきて使うと。当然使う頻度は高いので，そういうふうなことで改善させていただき

たいという話をしたんだけども，どうもそうはうまく事が運ばなかったです。お医者さん

が嫌がるんですかね。やはり自分の責任になったら困るということもあるのかもわかりま

せんけど。何かそんなことがあるのかなとちょっと私が思っただけなんですけども，どう

も私がストレートに考えても，そうはいかなかったです。でも，物すごい量を年間に廃棄

していると私は思っているんです。特に貴重な特殊な血液なんかやったら，なかなか廃棄

するったって，それだけでも大変問題だと思うので，そこらあたり本当はもう一遍，血液

をうまく回転させる方法なんかを再考してほしいなというふうに思います。これは言って

おくだけです。

　ここからは範囲外だということを考えながら言っています。じゃあ薬は各家庭でどうな

っているのかなと思っちゃうんです。今，病院だったら，各病院に業者が来て，ある程度

の量があるものだから，それらを焼却処分なり，専門的に処理すると。またそれをうまく

利用する方法もあるかもわかりません。でも各家庭は余り量が多くない。でも，全国集め

たら大変な量です，各家庭の量。眠っておるのが多いでしょうけども。要するに，有効期

間が切れても，そのままほったらかしておって，今度同じ病気になったら，それを飲むと

いうこともある。ほとんどはそうかもわかりません。でも，薬をちゃんと処理するという

のも大きなやらないかんことじゃないのかな。これは当然ここのかもいとは違うと思いま

すけども，そういうこともやはり何かの機会に関係あるところでちゃんと話をして，話を

まとめてほしいなと。薬の中には，環境の中では悪さをするのがいっぱいありますからね。

その菌に対する効果が全くなくなる。よく聞くじゃないですか，だんだん菌が強くなって

きてと。本当はちゃんと処理すれば，ちょっとでも変化のスピードを抑えられるのに，ほ

ったらかしにするために，どんどん余計広がっちゃうということもあり得るんで，そうい

う対病気のことに関しても関係あることだと思うので，そういう処理の仕方は，各家庭も

含めてやっていただくように皆さん方も努力してほしいなと思います。終わります。

元木委員長

　それでは，私のほうからも。三好病院がこの度，皆様方のお力添えをいただきながら，

８月24日にいよいよ開院ということでございますので，二，三要望を申し上げたいと思い

ます。

　これから地元のボランティア等の力も活用して，例えば絵画をどう配置するかとか，あ

るいはどのような庭木を持ってきて，どういった庭園をつくっていくのかとか，そういっ

た，これからまだ決めるべき課題について，地域の声も聞きながら，よりよい県民の期待

に応える病院にしていただきたいという要望が地元の方からもございますので，そういっ

た点も踏まえて，これからつつがなく開院に向けた取組を進めていただきたいと思ってお

ります。

　とりわけ，この中で今，一つの課題と思われますのが，有料個室の料金設定についてで

ございます。この問題につきましては，病院事業管理者さんの権限で最終的には決定され

るということでございます。中央病院の料金等が一つの目安になろうかと思われますけれ
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ども，御案内のとおり，三好病院というのは，ほかの四国の３県からもたくさん患者が来

られている病院でございます。徳島エリアとの比較という点だけではなくて，是非そうい

った近隣の四国中央部にある病院，あるいは四国全体の個室料金の動向等を見据えて，地

域性を配慮した料金設定を行っていただきたいということを要望させていただきたいと思

います。

　また，ベッド等の問題もいろいろ言われておりますけれども，これからいわゆる団塊の

世代の方が75歳以上の高齢者になられる2025年問題といった課題もございます。こういっ

た課題も踏まえながら，また更にその先も高齢者がどんどん減っていく局面も出てこよう

かと思いますので，そういった長いスパンを見据えて，いろんな医療，福祉施策を考えて

いただきたいということを，この場をおかりして要望させていただきたいと思います。

坂東病院局長

　今，委員長のほうから，新生三好病院のことについて御要望をいただいたところでござ

います。

　一つは，地域に開かれた病院にする。地域の人が積極的に病院の催しとかに参加できる

ような，そういう地域に開かれた病院づくりというのを考えてほしいというようなことで

ございましたので，我々も今の県立病院，３病院とも地域に開かれた病院というのを一つ

の大きなキャッチフレーズにして取り組んでおりますので，その方向で今後もやっていき

たいと思っています。

　それから，個室料についての御要望もいただきました。個室料につきましては，条例で

一定上限が定められておりまして，その範囲の中で病院事業管理者が決定するという仕組

みになってございます。新たな三好病院の料金設定に当たりましては，新生三好病院をし

っかりと運営していくという経営上の判断の中で決定していく必要があると考えておりま

すけれども，一方で，三好病院が四国中央部の中核拠点病院を目指す大きな方向性の中で，

やはり地域の中でのバランス，そういう地域性というものも考えるべき重要な観点ではな

いかというふうに思っております。

　今，委員長さんのほうから御要望もいただきましたので，その趣旨も踏まえまして，今

後検討してまいりたいと思います。

元木委員長

　よろしくお願いします。

　ほかに質疑はありませんか。

　（「なし」と言う者あり）   

　それでは，これをもって質疑を終わります。

　これより採決に入ります。

　お諮りいたします。

　ただいま審査いたしました保健福祉部・病院局関係の付託議案については，原案のとお

り可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。
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　（「異議なし」と言う者あり）

　御異議なしと認めます。

　よって，保健福祉部・病院局関係の付託議案は，原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。

【議案の審査結果】

　原案のとおり可決すべきもの（簡易採決）

　　議案第１号

　次に，請願の審査を行います。

　お手元に御配付の請願文書表を御覧ください。

　初めに，請願第５号「身体障害者３級（在宅酸素療法）に対する健康保険料負担金の補

助・免除について」を審査いたします。

　本件について，理事者の説明を求めます。

大田保健福祉部長

　請願第５号について，御説明させていただきます。

　心身障がい者に対する医療費助成につきましては，市町村が実施主体となりまして，重

度の心身障がい者に医療費の一部を助成し，保健福祉の増進，向上を図っておるところで

ございます。

　当事業の対象者のうち身体障がい者につきましては，身体障害者手帳１級，２級所持者

及び身体障害者手帳３級又は４級所持者で，かつ知的障がいのある重度・重複障がい者と

なっております。呼吸器機能障がいで，身体障害者手帳３級所持者に対する医療費の助成

につきましては，他の身体障害者手帳３級所持者も含め，幅広い視点で検討する必要があ

ると考えております。

　県といたしましては，実施主体である市町村の意向や本県の厳しい財政状況等を踏まえ

ながら，慎重に検討してまいりたいと考えております。

　また，昨年４月から施行されております障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律におきましては，国がこの法の施行後３年をめどとして，障がい者に対す

る支援等について検討するとされておりますことから，国の動向を注視するとともに，早

期実施に向けて働き掛けてまいりたいと考えております。

元木委員長

　理事者の説明は，ただいまのとおりであります。

　本件は，いかがいたしましょうか。

 （「継続」と言う者あり）

　（「採択」と言う者あり）  

　それでは，意見が分かれましたので，起立により採決いたします。
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　お諮りいたします。

　本件は継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は，御起立を願います。

　（賛成者起立）

　起立多数であります。

　よって，本件は継続審査とすべきものと決定いたしました。

　次に，請願第29号「無料低額診療事業について」を審査いたします。

　本件について，理事者の説明を求めます。

大田保健福祉部長

　請願第29号について，国の動向を御説明させていただきます。

　保険薬局におきます無料低額診療事業につきましては，厚生労働省において，今後の無

料低額診療事業の在り方を検討しているところであると聞いております。

元木委員長

　理事者の説明は，ただいまのとおりであります。

　本件は，いかがいたしましょうか。

　（「継続」と言う者あり）

　（「採択」と言う者あり）  

　それでは，意見が分かれましたので，起立により採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件は継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は，御起立を願います。

　（賛成者起立）

　起立多数であります。

　よって，本件は継続審査とすべきものと決定いたしました。

　次に，請願第39号「公費負担にもとづく最低保障年金制度の創設について」を審査いた

します。

　本件について，理事者の説明を求めます。

大田保健福祉部長

　請願第39号について，国の動向を御説明させていただきます。

　最低保障年金制度につきましては，社会保障制度改革国民会議において議論が尽くされ

ず，将来の制度体系について引き続き議論することとされたところでございます。

元木委員長

　理事者の説明は，ただいまのとおりであります。

　本件は，いかがいたしましょうか。

　（「継続」と言う者あり）

　（「採択」と言う者あり）  
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　それでは，意見が分かれましたので，起立により採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件は継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は，御起立を願います。

　（賛成者起立）

　起立多数であります。

　よって，本件は継続審査とすべきものと決定いたしました。

　次に，請願第51号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員について」を

審査いたします。

　本件について，理事者の説明を求めます。

大田保健福祉部長

 請願第51号につきまして，国の動向を御説明させていただきます。

　社会保障制度改革の一環といたしまして，医療従事者等の確保や勤務環境改善，国民負

担の在り方の見直しなどに関して盛り込まれました，地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律が成立したところでございます。

今後，国において各種運用方針等が示されることとなっております。

元木委員長

　理事者の説明は，ただいまのとおりであります。

　本件は，いかがいたしましょうか。

 （「継続」と言う者あり）

　（「採択」と言う者あり）  

　それでは，意見が分かれましたので，起立により採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件は継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は，御起立を願います。

　（賛成者起立）

　起立多数であります。

　よって，本件は継続審査とすべきものと決定いたしました。

　次に，請願第55号「『徳島県情報アクセス・コミュニケーション保障条例（仮称）』の

制定について」を審査いたします。

　本件について，理事者の説明を求めます。

大田保健福祉部長

 請願第55号につきまして，御説明させていただきます。

　障がい者の方々にとりまして，情報アクセスやコミュニケーション手段の確保は重要で

あり，県では，手話通訳者等の人材の養成をはじめ，訓練や相談の実施など様々な支援を

実施してきたところでございます。

　国におきましては，平成25年６月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が
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成立し，さらに，本年１月には障害者の権利に関する条約が批准されたところであります。

　条例の制定につきまして，視覚や聴覚に障がいがある方々の情報アクセス・コミュニケ

ーションの確保はもとより，様々な障がい特性に配慮し，全ての障がい者の方々にとって

一層の権利擁護が図られるよう，本年５月，検討委員会を立ち上げ，多様な視点から検討

を行っております。

元木委員長

　理事者の説明は，ただいまのとおりであります。

　本件は，いかがいたしましょうか。

 （「継続」と言う者あり）

　（「採択」と言う者あり）  

　それでは，意見が分かれましたので，起立により採決いたします。

　お諮りいたします。

　本件は継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は，御起立を願います。

　（賛成者起立）

　起立多数であります。

　よって，本件は継続審査とすべきものと決定いたしました。

　これをもって，請願の審査を終わります。

【請願の審査結果】

　継続審査とすべきもの（起立採決）

　　請願第５号，請願第29号，請願第39号，請願第51号，請願第55号

　

　以上で，保健福祉部・病院局関係の審査を終わります。

　これをもちまして，本日の文教厚生委員会を閉会いたします。（14時39分）
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